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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第184期中 第185期中 第186期中 第184期 第185期 

会計期間 
自平成17年4月 1日

至平成17年9月30日

自平成18年4月 1日

至平成18年9月30日

自平成19年4月 1日

至平成19年9月30日

自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日 

自平成18年4月 1日

至平成19年3月31日

(1）連結経営指標等            

売上高 (百万円) 403,236 515,736 577,542 872,535 1,104,709 

経常利益 (百万円) 22,566 20,182 22,564 46,966 49,589 

中間(当期)純利益 (百万円) 2,630 14,819 14,621 25,508 29,765 

純資産額 (百万円) 194,248 296,661 315,087 223,243 316,302 

総資産額 (百万円) 1,008,598 1,097,606 1,089,643 1,052,256 1,096,708 

１株当たり純資産額 （円） 275.32 327.01 361.95 316.24 349.89 

１株当たり中間(当期)純利益金額 （円） 3.90 20.99 20.75 36.94 42.16 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
（円） 3.90 20.98 20.74 36.92 42.14 

自己資本比率 （％） 19.3 21.0 23.2 21.2 22.5 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 5,816 2,832 18,731 22,719 50,724 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △7,129 △3,406 △20,255 11,133 △29,612 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △6,022 5,143 △7,848 △46,782 △20,694 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
(百万円) 45,916 47,536 38,363 41,566 45,862 

従業員数 （人） 26,960 31,395 37,140 28,601 34,955 

(2）提出会社の経営指標等            

売上高 (百万円) 172,961 240,612 259,468 382,468 500,436 

経常利益 (百万円) 7,078 8,030 7,272 14,017 16,173 

中間(当期)純利益又は 

中間純損失(△) 
(百万円) △4,065 6,349 7,814 9,360 15,555 

資本金 (百万円) 69,240 69,350 69,372 69,312 69,358 

発行済株式総数 （株） 705,618,179 706,148,179 706,534,179 705,958,179 706,183,179 

純資産額 (百万円) 137,156 158,902 162,967 158,877 166,832 

総資産額 (百万円) 571,914 601,883 596,822 588,262 612,880 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を記載していない中間会計期間は、中間純損失であったため記載

していない。 

３．第185期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してい

る。 

２【事業の内容】 

  当企業集団は、情報通信、エネルギー・産業機材、金属、軽金属及び電装・エレクトロニクスの各事業において培われ

た技術を発展、応用した製品の製造販売を主な内容とし、更に各事業に関連する物流、研究及びその他のサービス等の事

業活動を展開している。 

  当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりである。

   

  なお、販売会社については、主に取り扱う製品の種類により、各セグメントに区分している。 

  以上の項目を事業系統図によって示すと、次のとおりである。 

回次 第184期中 第185期中 第186期中 第184期 第185期 

会計期間 
自平成17年4月 1日

至平成17年9月30日

自平成18年4月 1日

至平成18年9月30日

自平成19年4月 1日

至平成19年9月30日

自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日 

自平成18年4月 1日

至平成19年3月31日

１株当たり純資産額 （円） 194.40 225.06 233.65 225.05 236.29 

１株当たり中間(当期)純利益金額 

又は中間純損失金額(△) 
（円） △6.03 8.99 11.09 13.53 22.03 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
（円） － 8.99 11.07 13.52 22.02 

１株当たり配当額 （円） － 3.00 3.50 3.00 6.50 

自己資本比率 （％） 24.0 26.4 27.3 27.0 27.2 

従業員数 （人） 4,460 4,089 4,131 4,350 4,033 

情報通信部門  特に変更はない。 

[主な関係会社] 異動はない。 

エネルギー・産業機材部門  特に変更はない。 

[主な関係会社] 異動はない。 

金属部門  特に変更はない。 

[主な関係会社] 異動はない。 

軽金属部門  特に変更はない。 

[主な関係会社] 古河（天津）精密鋁業有限公司、Furukawa-SkyAluminum(Vietnam)

Inc.を新規に連結子会社に加えた。 

電装・エレクトロニクス部門  特に変更はない。 

[主な関係会社] ㈱エヌ・テック、恵州金山電装有限公司を新規に連結子会社に加え

た。 

サービス等部門  特に変更はない。 

[主な関係会社] 異動はない。  



（事業系統図） 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、新規に連結子会社に加えた主要な会社は次のとおりである。 

 （注）１．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

       ２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員は就業人員である。 

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員は就業人員である。 

(3）労働組合の状況 

 労使関係について特に記載すべき事項はない。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業内容 

議決権の所
有割合
（％） 

関係内容 

 （連結子会社） 

  

㈱エヌ・テック 

神奈川県 

大和市 
20 

電装・エレクト

ロニクス 
 100.00 

当社より原材料の一部を供給、当社が同

社製品の一部を購入。なお、当社が設備

の一部を賃貸。 

役員の兼任等あり。 

 恵州金山電装有限

公司 
中国 

  千HK$ 

50,040 

電装・エレクト

ロニクス 

 100.00 

（100.00）

当社子会社より原材料の一部を供給、当

社子会社が同社製品の一部を購入。 

役員の兼任等あり。 

 古河（天津）精密

鋁業有限公司 
中国 

   千元 

81,276 
軽金属 

 100.00 

（100.00）

継続的取引なし。 

役員の兼任等あり。 

 Furukawa-     

SkyAluminum

(Vietnam)Inc. 

ベトナム 
    千US$ 

6,000 
軽金属 

 100.00 

（100.00）

当社より原材料の一部を供給。 

役員の兼任等あり。 

  平成19年9月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

情報通信部門 5,604 

エネルギー・産業機材部門 3,894 

金属部門 2,989 

軽金属部門 3,732 

電装・エレクトロニクス部門 18,748 

サービス等部門 2,173 

合計 37,140 

  平成19年9月30日現在

従業員数（人） 4,131 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や、雇用環境の改善に伴

う個人消費の持ち直しにより、緩やかな回復を続けている。その一方、米国経済の減速や原油価格高騰の影響等によ

り、世界経済の先行きには不透明感が高まってきている。当社においては、2006年3月に策定した中期経営計画「イ

ノベーション09」につき、足元の銅価高騰を考慮し、連結売上高の目標を1兆円から1兆2,500億円に引き上げ、邁進

しているところである。 

当中間連結会計期間の連結売上高については、前年同期比12.0％増の577,542百万円となった。中間期としては、

前年同期に引き続き、過去 高となった。銅やアルミニウム地金の価格高騰による要因を除いても、5.6％の売上高

増加となった。セグメント別では、情報通信部門を除く全てのセグメントで増収となった。 

損益面では、連結営業利益が20,950百万円と、前年同期比で12.3％の減益となった。税制改正による減価償却費の

増加や、情報通信部門が米OCP社（株式売却により当中間連結会計期間末時点では連結除外済み）の不振等により、

軽金属部門が厚板の不振等により減益となったためである。 

連結経常利益は22,564百万円と、前年同期比で11.8％の増益となった。1月から6月までの円安進行により海外子会

社向けの円建てローン等から為替差益が4,128百万円発生したことによる。 

特別損益の合計は、前年同期比で14,622百万円の悪化となった。前年同期には固定資産処分益の計上があったこ

と、当中間連結会計期間では環境対策費用の計上額が増加したことなどによる。法人税等や少数株主利益を控除した

結果、連結中間純利益は14,621百万円と前年同期比で198百万円の減益となった。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

 ①情報通信部門 

  当部門（当社単独ベース当中間期受注額 44,719百万円、前年同期比 4.6％増加）の連結売上高は前年同期比0.5％

減少の80,406百万円、営業利益は前年同期比2,177百万円減少の4,483百万円となった。光ファイバ・ケーブル関連に

ついては、国内では価格下落傾向が続くものの、需要は旺盛であり、米OFS社やブラジル子会社等も好調である一

方、フォトニクス・ネットワーク関連については米OCP社（株式売却により当中間連結会計期間末時点では連結除外

済み）の不振やFTTH製品価格の下落により減益となった。 

 ②エネルギー・産業機材部門 

  当部門（当社単独ベース当中間期受注額 85,074百万円、前年同期比 1.3％増加）の連結売上高は前年同期比

12.2％増加の151,440百万円、営業利益は前年同期比85百万円減少の4,298百万円となった。エネルギー関連では中国

子会社の超高圧ケーブルが好調だった一方、銅裸線や産業用電線が低調であった。産業機材関連では半導体製造用テ

ープが好調であり、発泡材も回復基調にある一方、原料費の高騰が影響した。 

 ③金属部門 

  当部門（当社単独ベース当中間期受注額 66,264百万円、前年同期比 16.6％増加）の連結売上高は前年同期比

22.5％増加の109,762百万円、営業利益は前年同期比372百万円増加の3,132百万円となった。銅地金価格が高止まり

する中、条製品では端子コネクター向けで数量が微減するものの、エアコン向けなどの銅管が前年同期実績を上回

り、また電解銅箔はLi電池やフレキシブルプリント基板関連で需要が旺盛であり、増収増益となった。  

 ④軽金属部門 

  当部門の連結売上高は前年同期比5.5％増加の126,494百万円、営業利益は前年同期比991百万円減少の5,920百万円

となった。アルミ地金価格が高値継続したことにより売上は増加した一方、半導体製造装置の需要低迷に伴う厚板の

販売不振などにより売上数量は減少し、税制改正による減価償却費の増加もあって、減益となった。  

 ⑤電装・エレクトロニクス部門 

  当部門（当社単独ベース当中間期受注額 71,284百万円、前年同期比 8.7％増加）の連結売上高は前年同期比

19.3％増加の129,092百万円、営業利益は前年同期比223百万円減少の2,097百万円となった。自動車電装市場での旺

盛な需要を受けて自動車用ワイヤーハーネスは好調に推移した。ゲーム機用ヒートシンク（電子機器用放熱部品）や

メモリーディスク用アルミ基板も好調だった一方、電装部品用エナメル線や三層絶縁電線、鉛蓄電池は不調だった。

 ⑥サービス等部門 

  当部門は、古河電工グループの各事業をサポートし、事業の付加価値の増大を支援する事業である。当中間連結会

計期間における連結売上高は前年同期比11.6％増加の21,302百万円、営業利益は前年同期比128百万円増加の923百万

円となった。 



 所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

 ①日本 

  連結売上高は前年同期比7.4％増加の458,247百万円、連結営業利益は17,549百万円（前年同期比3,907百万円減

少）となった。 

 ②アジア 

  連結売上高は前年同期比44.3％増加の105,755百万円、連結営業利益は3,415百万円（前年同期比884百万円増加）

となった。 

 ③北米 

  連結売上高は前年同期比2.5％増加の36,862百万円、連結営業損失は1,222百万円（前年同期比34百万円改善）とな

った。 

 ④その他 

  連結売上高は前年同期比17.5％増加の20,354百万円、連結営業利益は1,494百万円（前年同期比76百万円増加）と

なった。 

(2）キャッシュ・フロー 

  当中間連結会計期間においては、税金等調整前中間純利益が前年同期比で大幅減少となったものの、売上債権や法

人税等の支払額の減少などにより営業キャッシュ・フローは好調であった。有形固定資産の取得による支出や自己株

式の取得による支出の増加等があった結果、連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」）は前年度末比で

8,476百万円減少し、新規連結等に伴う資金の増加を加え、資金の中間期末残高は38,363百万円となった。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は18,731百万円となり、前年同期の2,832百万円を上回っ

た。税金等調整前中間純利益が18,153百万円と前年同期比で12,240百万円の減益となったが、売上債権の減少による

資金の増加や法人税等の支払額の減少があった。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は20,255百万円となった。有形固定資産の取得による支出

が20,438百万円あった。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における財務活動による資金収支は△7,848百万円となった。自己株式の取得による支出が

5,007百万円あった。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は

必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注

規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。 

 このため生産、受注及び販売の状況については、「１ 業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に

関連付けて示している。 

３【対処すべき課題】 

（１）当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

（２）当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について 

 当社は、平成19年３月９日に開催された取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針を決定した。また、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20％以上とすることを

目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券

等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具

体的な買付方法の如何を問わない。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を

「大規模買付者」という。）に対する対応策（以下、「本プラン」という。）を、以下のとおり決定した。 

 本プランは、平成19年６月26日に開催された定時株主総会において承認され、発効している。 



注１：特定株主グループとは、 

(i) 当社の株券等(旧証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。) の保有者(同法第27条の23第

３項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下同じ。)及びその共同保有者(同法第27条の23第５項に規定す

る共同保有者をいい、同条第６項に基づく共同保有者とみなされる者を含む。以下同じ。)又は、 

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。）の買付け等(同法第27条の２第１項

に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含む。)を行う者及びその特別関

係者(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいう。) 

を意味する。 

注２：議決権割合とは、 

(i) 特定株主グループが、注１の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項

に規定する株券等保有割合をいう。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項

に規定する保有株券等の数をいう。以下同じ。）も加算するものとする。）又は、 

(ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合

（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいう。）の合計をいう。各株券等保有割合の算出に当

たっては、総議決権（同法第27条の２第８項に規定するものをいう。）及び発行済株式の総数（同法第27条

の23第４項に規定するものをいう。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち

直近に提出されたものを参照することができるものとする。 

注３：株券等とは、旧証券取引法第27条の23第１項又は同法第27条の２第１項に規定する株券等を意味する。 

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資する者が望ましいと考えている。もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねてい

るため、会社を支配する者の在り方は、 終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の

支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと

考える。 

 しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、株主が買付の条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報

を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの

等、株主共同の利益を毀損するものもありえる。このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断する。 

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み 

 当社グループは、「お客様を大切にすること」「人を大切にし、活かすこと」「創造力を活かし、新技術に挑戦

すること」を経営の基本方針とし、「技術革新を志向し、創造的で世界に存在感のある高収益会社になる」という

ビジョンを掲げている。当社グループの事業領域は、「情報通信」、「金属」、「電装・エレクトロニクス」、

「エネルギー・産業機材」および「軽金属」と多岐にわたるが、これらの事業は明治17年の創業以来培ってきた素

材の加工・応用技術を基盤に、産業の発展に伴い創造してきたものである。その事業創造の過程で、当社グループ

は、独自の技術、経験および経営ノウハウ等を積み重ねるとともに、顧客、取引先、地域社会、従業員などの様々

なステークホルダーとの間の良好な関係の維持、発展に努めてきた。これらは、当社グループの有形・無形の貴重

な財産であり、これらを毀損することなく、中長期的な視野で企業価値と株主共同の利益の一層の向上に結びつけ

るよう努めている。 

 当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいては株主共同の

利益を向上させるための取組みとして、中期経営計画「イノベーション09」を策定し、各種施策を実施している。

これらの取組みは、上記Ⅰの基本方針の実現にも資するものと考えている。 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み 

１．本プラン導入の目的 

 本プランは、上記Ⅰ．に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組みとして導入するものである。また、本プランを運用するにあたっては、当

社は、当社株式に対する大規模買付を行なう際には、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を

確保したり、買付者と交渉を行うことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることに

つながると考えている。そのため当社は、本プランにおいて大規模買付行為を行う際の情報提供等に関する一定

のルール（以下、「大規模買付ルール」という。）を設定することとした。 

２．大規模買付ルールの概要 

 当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供

し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものである。その概要



は以下のとおりである。 

１）意向表明書の当社への事前提出 

 大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従

う旨の誓約等を記載した意向表明書を提出いただくこととする。 

２）必要情報の提供 

 当社は、上記１）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から取締役会に対して、株主の皆様の

判断及び取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」と

いう。）のリストを当該大規模買付者に交付する。 

 なお、当初提供された情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、取締役会は、大規

模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求める。大規模買付行為の提案があった事実及び

取締役会に提供された本必要情報は、株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、取締役会

が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示する。 

３）取締役会による評価期間等 

 取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を

完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）又は90日間

（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間

（以下、「取締役会評価期間」という。）として与えられるべきものと考える。従って、大規模買付行為は、

取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとする。  

 取締役会評価期間中、取締役会は独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁

護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、

取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表する。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付

行為に関する条件改善について交渉し、取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもある。 

３．大規模買付行為が為された場合の対応 

１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であっ

たとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説

得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。大規模買付者の買付提案に応じ

るか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等を

ご考慮の上、ご判断いただくこととする。但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大

規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な

うと判断される場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他

の法律及び当社定款が認める対抗措置を取ることがある。 

２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当

等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合がある。具体

的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で も適切と取締役会が判断したものを選択することとす

る。取締役会が具体的対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特

定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期

間及び行使条件を設けることがある。 

３）第三者委員会の設置 

 大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合

でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由と

して対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が 終的な判断を行うが、本プランを適正に運用し、取締

役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、第三者委

員会規程を定めるとともに、第三者委員会を設置する。第三者委員会の勧告内容については、その概要を適宜

情報開示することとする。第三者委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社

の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役ならびに社外有識者（注４）の中から選任する。 

注４：社外有識者とは、 

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究

対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象として選任するものとする。 

４）対抗措置の発動の手続 

 本プランにおいては、上記１）に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則

として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとらない。一方、上記１）に記載のとおり例外的に対抗措置を



とる場合、並びに上記２）に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するた

めに、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、

第三者委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非につい

て勧告を行うものとする。取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、第三者委員会の勧告を 大

限尊重するものとする。 

５）対抗措置発動の停止等について 

 上記４）において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模

買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、第三

者委員会の助言、意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止又は変更等を行うことがある。

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、ま

たは、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対抗措置

の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、行使期間開始日までの間は、第三者委員会の勧告を受け

た上で、新株予約権無償割当等の中止、又は新株予約権無償割当後において、無償取得の方法により対抗措置

発動の停止を行うことができるものとする。このような対抗措置発動の停止を行う場合は、第三者委員会が必

要と認める事項とともに速やかな情報開示を行う。 

４．本プランの適用開始、有効期限及び廃止 

 本プランは、平成19年６月26日に開催された定時株主総会での承認により発効し、平成22年６月開催予定の定

時株主総会終結の時まで効力を有する。本プランの廃止は、有効期間の満了前であっても、①株主総会において

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プ

ランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとする。 

Ⅳ．本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものでないことについて 

（１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足している。 

（２）株主意思を重視するものであること 

 本プランは、平成19年６月26日開催の定時株主総会での承認により発効しており、株主の皆様のご意向が反映

されている。 

（３）当社取締役の任期は１年とされていること 

 当社は、取締役の任期を１年としており、経営陣の株主の皆様に対する責任をより明確なものとしている。ま

た、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役の選任議案に関する議

決権の行使を通じて、本プランに対する株主の皆様の意思を反映させることが可能となっている。 

（４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成され

る第三者委員会により行われることとされている。また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をす

ることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが

確保されている。 

（５）合理的な客観的要件の設定 

 本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ．「３．大規模買付行為が為された場合の対応」において記載し

たとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣

意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえる。 

４【経営上の重要な契約等】 

 (1) 当社は、平成19年7月27日に古河オートモーティブパーツ株式会社（平成19年10月1日付で古河AS株式会社に商号

を変更。以下、古河ASという）と株式交換契約を締結し、平成19年9月14日に株式交換を実施した。 

①株式交換の内容 

当社を完全親会社とし、古河ASを完全子会社とする株式交換。 

②株式交換の目的 

当社グループにおいては、自動車部品のうち、ワイヤーハーネスを古河ASが、その他の部品（端子、コネクタ、

ブロックなどのハーネス部品、ステアリングロールコネクタ、センサーなどの機能部品）を当社が開発・製造し

ていたが、ワイヤーハーネスと電装部品を一体となった組織で開発・製造するために、会社分割による当社自動

車部品事業部門と古河ASとの事業統合を行うこととした。 



この事業統合にあたり、将来的な経営の安定化を狙いとして、古河ASを当社の完全子会社とすることに両社は合

意した。 

③株式交換の効力発生日 

平成19年9月14日 

④株式交換の方法 

株式交換の効力発生日の前日（平成19年9月13日）の  終の古河ASの株主名簿に記載または記録された株主に対

して、当社は普通株式281,000株を新たに発行し、割当交付する。 

⑤株式交換比率 

古河ASの普通株式１株に対し、当社の普通株式1.405株を割り当てる。ただし、当社が保有する古河ASの普通株

式については、割当を行わない。 

⑥株式交換比率の算定根拠 

当社は、デロイトトーマツFAS株式会社（以下、デロイトという）を第三者機関として選定し、株式交換比率の

算定を依頼した。 

デロイトは、当社の株式価値を市場株価平均法（計算対象期間は平成19年７月20日より直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ

月の終値平均株価）により分析を行った。また、古河ASの株式価値は、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロ

ー法による分析を行い、株価倍率法でその結果を補完した。デロイトは、両社の株式価値分析の結果、古河ASの

株式１株に対する当社株式の割当株数を1.27株から1.57株と算定し、その算定結果を当社に提出した。 

当社は、上記の第三者機関による算定結果を参考に古河ASと協議のうえ、株式交換比率について上記⑤の通り合

意した。 

⑦古河ASの概要 

代 表 者  取締役社長 黒川 通豊 

資 本 金  3,000百万円（平成19年10月1日現在）   

住    所  滋賀県犬上郡甲良町尼子1000番 

事業内容  自動車用組電線及び関連製品の製造・販売    

 (2) 当社は、平成19年7月27日に古河オートモーティブパーツ株式会社（平成19年10月1日付で古河AS株式会社に商号

を変更。以下、古河ASという）と、当社の自動車部品事業を古河ASに承継させる旨の吸収分割契約を締結し、平成

19年10月1日に吸収分割を実施した。 

 詳細については、「第５ 経理の状況 ２ 中間財務諸表等 (1) 中間財務諸表 注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりである。 

   (3) 当社は、平成19年12月13日に理研電線株式会社（以下、理研電線という）と株式交換契約を締結した。 

      ①株式交換の内容 

     当社を完全親会社とし、理研電線を完全子会社とする株式交換。 

      ②株式交換の目的 

     当社は、グループ経営体制の見直しの一環として、子会社の経営基盤や内部管理体制の強化・拡充、経営の効

率化、管理コストの低減等を図るため、子会社の再編・統合を促進している。一方、理研電線においては、グロ

ーバルな競争激化の中で事業を存続発展させ経営基盤を強化するために、より一層新規市場の開拓や取扱製品の

拡大を図り、更に当社グループの事業戦略との連携を強化して、幅広い市場開発力と技術開発力を背景にした事

業展開を行うことが必要となっている。また、当社グループにおいて理研電線の完全子会社化は、グループ事業

戦略における同社の位置付けを更に明確にするとともに、その保有する技術の活用やマーケットにおける共同展

開により、より一層の事業拡大を促進することができるものと考えている。 

 以上のような状況により、当社が理研電線を完全子会社化して一体となった事業運営にあたることが両社の更

なる発展のために 善であると判断したため、理研電線の事業基盤の強化および当社グループ全体の企業価値向

上を図っていくことを目的として株式交換契約を締結した。 

      ③株式交換の効力発生日 

       平成20年4月1日 

      ④株式交換の方法 

    株式交換の効力発生日の前日（平成20年3月31日）の 終の理研電線の株主名簿に記載または記録された株主に

対して、当社は普通株式2,721,503株を割当交付するが、交付する株式は保有する自己株式2,721,503株を充当する

予定である。ただし、本株式交換により割当交付する株式数には、理研電線の保有する自己株式（平成19年９月30

日時点11,387株）相当分が含まれているが、理研電線の保有する自己株式は今後消却する予定であるため、この場

合割当交付する株式数は、上記の株式数より消却株式相当分が控除される。 



      ⑤株式交換比率 

    理研電線の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.35株を割り当てる。ただし、当社が保有する理研電線の普通

株式については、割当を行わない。 

      ⑥株式交換比率の算定根拠 

    当社は、野村證券株式会社（以下、野村證券という）を、理研電線は株式会社大和総研（以下、大和総研とい

う）を、株式交換比率の算定に関するそれぞれの第三者機関として選定した。 

 野村證券は、当社普通株式および理研電線普通株式については市場株価平均法（平成19 年12月12日の株価終

値、平成19年12月６日から平成19年12月12日までの株価終値平均、平成19年11月13日から平成19年12月12日までの

株価終値平均および両社の中間決算短信公表日の翌日以降となる平成19年11月９日から平成19年12月12日までの株

価終値平均に基づいて算定）を採用し、理研電線普通株式については市場株価平均法に加え類似会社比較法および

ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下、DCF法という）の各評価手法を採用して算定を行った。野村證

券は、両社の株式交換比率に関する分析の結果、理研電線普通株式１株に対する当社普通株式の割当株数を、市場

株価平均法では0.28株から0.30株、類似会社比較法では0.28株から0.53株、DCF法では0.30株から0.38株と算定

し、その算定結果を当社に提出した。 

  大和総研は、当社普通株式および理研電線普通株式については市場株価平均法（平成19 年12月12日を算定基準

日とし、両社の中間決算短信公表日の翌日以降となる平成19年11月９日から基準日までの株価終値平均、基準日ま

での直近１ヶ月間の株価終値平均および基準日までの直近３ヶ月間の株価終値平均に基づいて算定）を採用し、理

研電線普通株式については市場株価平均法に加え類似会社比較法およびDCF 法の各評価手法を採用して算定を行っ

た。大和総研は、両社の株式交換比率に関する分析の結果、理研電線普通株式１株に対する当社普通株式の割当株

数を、市場株価平均法では0.29株から0.30株、類似会社比較法では0.25株から0.33株、DCF法では0.31株から0.40

株と算定し、その算定結果を理研電線に提出した。 

 両社は、それぞれ上記の第三者機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参考に交渉・協議のうえ、株式

交換比率について上記⑤の通り合意した。 

      ⑦理研電線の概要 

    代 表 者  代表取締役社長 橋本 四郎 

資 本 金  1,870百万円（平成19年３月31日現在）   

住    所  東京都中央区築地１丁目12番22号 

事業内容  各種焼付線、金属線、ケーブル、電子部品、光部品の製造販売等 

      （本株式交換による大幅な事業内容の変更は予定されていない。） 



５【研究開発活動】 

 当社グループは新商品、新技術開発による新規事業の創出と展開を図るべく、国内に当社の５研究所（横浜研究所、メ

タル総合研究所、環境・エネルギー研究所、ファイテルフォトニクス研究所、自動車電装技術研究所）とグループ会社の

研究所、海外にOFS Lab. (米国)、FETI(ハンガリー)と強力な研究体制を有し積極的に研究開発を進めている。当中間連

結会計期間における研究開発費は9,851百万円であり主な成果は次のとおりである。 

  

 （１）情報通信部門 

 ① NGN向け製品（光アンプ、温度無依存AWG等）を開発し、複数の顧客への出荷を開始した。NGN構築が本格化する来年

度に向けての伸びが期待される。 

 ② 線路網構築時に出る廃棄ケーブルや端尺ケーブル等からのリサイクル材を使用した環境配慮型の架空光エコクロー

ジャを開発し、出荷を開始した。 

 ③ DWDMメッシュネットワークシステムで主流となっているフルバンドチューナブル・レーザの開発を完了し、複数の

顧客へ納入を開始した。 

 ④ 光インターコネクションのプロトタイプを積極的に展示会に出展し、市場での認知度を高めると共に、市場ニーズ

の収集に努めている。 

 ⑤ 長波長VCSEL（面発光レーザ）において数kmのLANへの適用が可能なシングルモードでの発振が得られた。 

 ⑥ 急速に普及しているFTTHに必需である光ドロップケーブルにおいて、超低摩擦・高耐磨耗性を実現。集合住宅の既

設管路への敷設が大いに容易になり、FTTH普及に大きく貢献した。更に、独自の被覆材組成により、温暖化で急増し

たクマゼミの産卵管による光ファイバ断線事故を激減する効果も確認できた。 

 以上、当該事業に係る研究開発費は3,859百万円である。 

  

 （２）エネルギー・産業機材部門 

 ① 耐熱グレードの電子機器用エコ電線「エコエースプラス」は顧客評価も高く、複写機用、照明機器用等で業界トッ

プシェアを継続しているが、更に優れた難燃性付加に成功し、OA機器や家電の安心安全度アップに貢献している。 

 ② 新エネルギー用洋上浮遊型輸送管の開発に着手した。今後の脱石油社会のメインエネルギーと考えられている天然 

ガス開発に貢献して行く。 

 ③ マイクロ発泡シート（MCPET）は、高機能化製品の開発を進め、液晶TVバックライト用反射板として、引き続き、好

評を博している。更に、看板・照明分野への展開を強化し、拡販を進めている。 

 ④ 半導体用テープの高機能材料の開発を継続しているが、特にダイシングダイボンディング一体型フィルム（DDF）

は、大きく売上を伸ばしている。 

 ⑤ イットリウム系（Y系）高温超電導電力ケーブルの開発をナショナルプロジェクトに参画し進めている。独自の線材

加工技術により、1m導体にて0.1W/m@1kA以下という超電導ケーブルとしての世界 低損出値を達成。実用化に必須技

術である超電導線の低抵抗接続についての目処を得た。また、Y系超電導薄膜を応用した超電導応用機器の開発を推進

しており、基本動作についての確認を完了した。 

 以上、当該事業に係る研究開発費は518百万円である。 

  

 （３）金属部門 

 ① 高性能コネクタ材料は、エンジニアリングサンプルを提出し評価段階である。 

 ② 貴金属部分めっき製品開発で、新たに高信頼性接点向け材料の商品化に成功し、売上を伸ばしている。 

 ③ 新型内面溝付管は、更なる高性能化により売上を伸ばしており、かつ環境に配慮したCO2冷媒用内面溝付管の商品開

発も行っている。また、業界初の高発泡樹脂一体成型技術の実現により、ビル用エアコン配管に使用する屋外向け冷

媒用被覆銅管「サーモインビルメイトチューブ®」を上市した。これは、断熱性に加え強度と耐候性に優れると共

に、ダクト保護カバーが不要になるため、工期短縮、材料費削減の効果がある。 

 ④ 銅ナノ粒子の開発を進め、フレキシブル基板にも適応できる焼成温度で導電性が得られる目処を得た。 

 ⑤ 高温超電導線材の開発は、革新的な次世代線材として期待されるY系に特化し、ナショナルプロジェクトに参画しな

がら、当社の得意とする半導体成膜技術を適用して超電導層を作成する方式で、実用化に向け開発を加速中である。 

 以上、当該事業に係る研究開発費は695百万円である。 

  

 （４）軽金属部門  

 ① 古河スカイ（株）は、これまでの４研究所体制から深谷地区にその主力を集約する体制移行に着手し、平成19年２

月に、深谷地区に新たに研究棟１棟と実験棟２棟を新設、３月に日光地区から、９月に福井、小山地区から研究者及

び研究設備の移動を完了し、技術研究所機能を更に強化した。 



 ② 自動車へのアルミニウム部品の適応範囲拡大を進めるため、フロントパネルにアルミニウム材を使用した構造その

もののデザイン開発も開始し、材料メーカーとしてアルミニウム材料の種々の特性を正確に入力することにより、シ

ミュレーションにて高性能を発揮するデザインを各メーカーに提案し、共同研究を開始した。 

 ③ アルミニウム材料の熱伝導性の高さ及び軽さを活かす製品として、輸送機関への放熱製品も多く利用されている。

アルミニウム材料中にヒートパイブを埋め込み、より放熱性能を高めた放熱製品を開発し、電機メーカーの各種試験

に合格した。N700系次期の新幹線搭載機種として、実車試験評価が進展中である。 

 以上、当該事業に係わる研究開発費は1,259百万円である。 

  

 （５）電装・エレクトロニクス部門 

 ① 携帯電話アンテナでは、薄型マルチバンド対応製品を新たなプロセスで加工する技術を開発し、海外の携帯電話メ 

ーカーへの納入を開始した。 

 ② 自動車用GPS／VICS／ETC／TEL統合アンテナでは、新たな周波数帯域に対応した製品を開発し、実用化を行った。 

 ③ テープ基板とウェハーを貼り合わせて形成する当社独自のウェハーレベルチップサイズパッケージ（WL-CSP）のプ

ロセス技術を開発し、半導体メーカーを含め、ユーザーへのPRを開始した。 

 ④ 薄型・高機能化した情報家電の特性を実現する高性能ヒートシンクや薄型ヒートパイプを新たに開発し、市場の拡

大を進めている。 

 ⑤ TEX(三層絶縁電線)シリーズの内、昨年度開発をした耐熱130℃(TEX-BS)に続き、より耐熱性の高い耐熱155℃（TEX-

FS）を開発し、ULの規格認証を取得した。現在、サンプル出荷を開始している。 

 ⑥ GaN（窒化ガリウム）のパワーデバイスへの応用を進めている。HEMT（High Electron Mobility Transistor 高電子

移動度トランジスタ）構造FET(Field Effect Transistor 電界効果トランジスタ)でSiトランジスタを上回るオン抵抗

4mΩcm2を達成した。 

 以上、当該事業に係る研究開発費は2,037百万円である。 

  

 （６）サービス等部門 

 主に新事業分野に関するものである。 

 ① CWファイバレーザ開発において、OFS Lab.との共同開発により出力200Wを達成した。 

 ② フェムト秒レーザと呼ばれる時間的に非常に短いパルスを発生するファイバレーザを開発した。ファイバレーザの 

ラインナップの充実によりこの分野の事業拡大を目指す。 

 以上、当該事業に係る研究開発費は1,482百万円である。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

（1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の拡充、改修について完了 

 したものは、次のとおりである。 

      軽金属部門において、前連結会計年度末に計画していた、古河スカイ㈱福井工場の溶解鋳造設備の増設、 

  ならびに、表面処理ラインの改造については、平成19年7月に完了し、同月から稼動している。 

      電装・エレクトロニクス部門において、前連結会計年度末に計画していた、当社三重事業所のエナメル線 

  増産のための拡充については、平成19年7月に完了し、同月から稼動している。 

   エネルギー・産業機材部門において、前連結会計年度末に計画していた、当社平塚事業所の発泡シート 

  増産のための拡充については、平成19年9月に完了し、同月から稼動している。     

（2）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画はない。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）提出日現在発行数には、平成19年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれていない。 

(2）【新株予約権等の状況】 

①平成14年6月27日の株主総会で特別決議された、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 2,500,000,000 

優先株式  50,000,000 

劣後株式  46,000,000 

計 2,596,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年9月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月21日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 706,534,179 706,534,179 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

名古屋証券取引所 

（以上各市場第一部） 

完全議決権株

式であり、権

利内容に何ら

限定のない当

社の標準とな

る株式 

計 706,534,179 706,534,179 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年9月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 490 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 490,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 533 同左 

新株予約権の行使期間 平成16年7月1日～平成20年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    533 

資本組入額   267 

同左 

新株予約権の行使の条件 当社の取締役の地位を失った後も、２

年内に限り権利を行使することができ

る。権利者が死亡した場合には、相続

人が権利行使をすることができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合は、取締役

会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

 － －  



②平成15年6月27日の株主総会で特別決議された、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

(3）【ライツプランの内容】 

    該当事項はない。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．株式交換の実施に伴う新株発行によるものである。 

     発行価格  202,299,000円 

     資本組入額 0円 

   ２．新株予約権の行使による増加である。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年9月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 285 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 285,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 333 同左 

新株予約権の行使期間 平成17年7月1日～平成21年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    333 

資本組入額   167 

同左 

新株予約権の行使の条件 当社の取締役または執行役員の地位を

失った後も、２年内に限り権利を行使

することができる。権利者が死亡した

場合には、相続人が権利行使をするこ

とができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合は、取締役

会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 

－   － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年9月14日  
（注)１ 

281 706,464  －  69,358  202 21,431 

 平成19年4月1日～

平成19年9月30日 

（注)２ 

 70  706,534  13 69,372   13  21,445 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．朝日生命保険相互会社については、上記16,050,000株とは別に、同社が退職給付信託として信託設定した株

式が10,500,000株ある。 

２．平成19年7月23日関東財務局提出の変更報告書の写しが送付され、平成19年7月13日現在で以下のとおり株式

を所有している旨の記載があるが、当社として当中間期末現在における実質保有状況の確認ができないの

で、上記大株主の状況には含めていない。 

  平成19年9月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合

（％） 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 38,451,000 5.44 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 31,879,000 4.51 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 25,289,000 3.58 

みずほ信託退職給付信託   
みずほ銀行口 再信託受託者  
資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 22,928,250 3.25 

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６－１ 16,050,000 2.27 

古河機械金属株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目２－３ 13,290,455 1.88 

指定単 受託者 三井アセット

信託銀行株式会社 １口 
東京都港区芝３丁目２３－１ 12,195,000 1.73 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 11,895,000 1.68 

富士電機ホールディングス株式

会社 
神奈川県川崎市川崎区田辺新田１番１号 11,000,000 1.56 

みずほ信託退職給付信託   

古河機械金属口 再信託受託者 

資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海１丁目８－１２ 10,919,000 1.55 

計 － 193,896,705 27.44 

 提出者の氏名または名称  保有株式数（株）  保有割合（％） 

株式会社みずほ銀行 22,928,250 3.25 

株式会社みずほコーポレート銀行 1,208,484 0.17 

みずほ信託銀行株式会社 8,252,000 1.17 

みずほ投信投資顧問株式会社 8,240,000 1.17 

計  40,628,734 5.75 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が62,000株含まれている。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数62個が含まれている。 

２．「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式が406株含まれている。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注）東京証券取引所市場第一部株価による。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  平成19年9月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

  

（自己保有株式） 

普通株式    9,062,000  
－ － 

（相互保有株式） 

普通株式     550,000  
－ － 

完全議決権株式（その他）（注）１ 普通株式  695,870,000 695,870 － 

単元未満株式（注）２ 普通株式   1,052,179 － － 

発行済株式総数 706,534,179 － － 

総株主の議決権 － 695,870 － 

  平成19年9月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

（自己保有株式） 

古河電気工業株式会社 

東京都千代田区丸の 
内２丁目２－３ 

9,062,000 － 9,062,000 1.28 

（相互保有株式） 

山崎金属産業株式会社 

東京都千代田区岩本 
町１丁目８－11 

530,000 － 530,000 0.08 

（相互保有株式） 

オリエクス株式会社 

東京都台東区上野６ 
丁目16－16 

20,000 － 20,000 0.00 

計 － 9,612,000 － 9,612,000 1.36 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 744 763 706 697 656 584 

低（円） 687 654 659 652 498 497 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いてはみすず監査法人及び監査法人日本橋事務所により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中

間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については新日本監査法人により中間監

査を受けている。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代している。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  みすず監査法人 及び 監査法人日本橋事務所 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  新日本監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金 ＊1   46,065     42,500     46,664  

２．受取手形及び売掛金 ＊1,4   267,641     283,223     281,276  

３．有価証券     7,524     36     8,149  

４．たな卸資産     122,708     128,273     116,911  

５．繰延税金資産     5,372     4,836     4,546  

６．その他     97,734     76,430     76,173  

貸倒引当金     △2,777     △1,501     △2,137  

流動資産合計     544,269 49.6   533,799 49.0   531,584 48.5 

Ⅱ 固定資産                

１．有形固定資産                

(1）建物及び構築物 ＊1 243,755     251,495     245,762    

(2）機械装置及び運搬具 ＊1 602,717     628,526     612,299    

(3）工具器具備品 ＊1 77,685     80,752     78,698    

(4）土地 ＊1 91,514     88,240     89,732    

(5）建設仮勘定   11,856     16,795     20,534    

減価償却累計額   △697,519 330,009   △725,352 340,458   △709,348 337,679  

２．無形固定資産                    

(1）のれん   18,057     18,643     20,201    

(2）その他   23,769 41,827   21,340 39,983   22,856 43,057  

３．投資その他の資産                    

(1）投資有価証券 ＊1 147,034     139,844     151,033    

(2）出資金   8,679     9,573     8,526    

(3）長期貸付金   4,690     5,442     4,690    

(4）長期前払費用   944     1,279     1,177    

(5）繰延税金資産   11,658     11,105     10,819    

(6）その他   17,207     12,265     12,659    

貸倒引当金   △8,715 181,499   △4,108 175,401   △4,520 184,387  

固定資産合計     553,336 50.4   555,844 51.0   565,124 51.5 

資産合計     1,097,606 100.0   1,089,643 100.0   1,096,708 100.0 

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形及び買掛金 ＊4   165,961     158,615     164,480  

２．短期借入金 ＊1   148,046     161,635     157,994  

３．コマーシャル・ペーパー     10,000     43,000     14,000  

４．社債     61,942     20,176     35,465  

５．未払法人税等     9,554     5,977     11,704  

６．繰延税金負債     12,063     8,750     8,156  

７．前受金     2,264     3,266     3,286  

８．製品補償引当金     3,721     3,108     3,401  

９．その他 ＊1   56,883     58,593     56,201  

流動負債合計     470,436 42.9   463,125 42.5   454,689 41.5 

Ⅱ 固定負債                    

１．社債     64,503     65,091     70,146  

２．長期借入金 ＊1   162,062     143,173     150,568  

３．繰延税金負債     13,052     12,081     15,364  

４．退職給付引当金     79,191     78,716     78,940  

５．環境対策引当金     2,248     3,666     1,682  

６．その他 ＊1   9,450     8,701     9,013  

固定負債合計     330,508 30.1   311,431 28.6   325,716 29.7 

負債合計     800,945 73.0   774,556 71.1   780,406 71.2 

（純資産の部）                      

 Ⅰ 株主資本                     

 １．資本金     69,350 6.3   69,372 6.4   69,358 6.3 

 ２．資本剰余金     21,221 1.9   21,446 2.0   21,230 1.9 

 ３．利益剰余金     95,812 8.8   121,501 11.1   108,744 9.9 

 ４．自己株式     △51 △0.0   △5,061 △0.5   △59 △0.0 

 株主資本合計     186,333 17.0   207,258 19.0   199,274 18.1 

  Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評価差
額金     45,752 4.2   42,194 3.9   47,093 4.3 

  ２．繰延ヘッジ損益     3,763 0.3   3,060 0.3   3,920 0.4 

  ３．為替換算調整勘定     △4,969 △0.5   △62 0.0   △3,240 △0.3 

 評価・換算差額等合計     44,547 4.0   45,192 4.2   47,773 4.4 

  Ⅲ 少数株主持分     65,781 6.0   62,636 5.7   69,255 6.3 

 純資産合計     296,661 27.0   315,087 28.9   316,302 28.8 

 負債純資産合計     1,097,606 100.0   1,089,643 100.0   1,096,708 100.0 

                      



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     515,736 100.0   577,542 100.0   1,104,709 100.0

Ⅱ 売上原価     432,031 83.8   494,975 85.7   930,399 84.2

売上総利益     83,704 16.2   82,567 14.3   174,309 15.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１                  

１ 販売費   19,142     20,319     38,700    

２ 一般管理費   40,672 59,814 11.6 41,296 61,616 10.7 81,976 120,676 10.9

営業利益     23,889 4.6   20,950 3.6   53,632 4.9

Ⅳ 営業外収益                    

１ 受取利息   977     701     1,855    

２ 受取配当金   1,435     1,436     2,262    

３ 為替差益   －     4,128     2,225    

４ 持分法による投資利益   17     778     476    

５ その他   1,463 3,894 0.8 1,058 8,102 1.4 2,561 9,381 0.8

Ⅴ 営業外費用                    

１ 支払利息   4,589     4,479     9,675    

２ 為替差損   1,401     －     －    

３ その他   1,610 7,601 1.5 2,008 6,488 1.1 3,748 13,424 1.2

経常利益     20,182 3.9   22,564 3.9   49,589 4.5

Ⅵ 特別利益                    

１ 固定資産処分益 ＊２ 10,165     52     11,931    

２ 投資有価証券売却益   411     295     1,130    

３ その他   2,628 13,205 2.6 853 1,200 0.2 4,695 17,758 1.6

Ⅶ 特別損失                    

１ 固定資産処分損 ＊３ 759     929     3,841    

２ 貸倒引当金繰入額   831     122     1,525    

３ 環境対策費用   814     1,965     1,672    

４ のれんの減損損失  ＊４  －     999     －    

５ 製品補償費用   －     569     －    

６ その他   588 2,993 0.6 1,025 5,611 1.0 2,321 9,360 0.9

税金等調整前中間 
（当期）純利益     30,393 5.9   18,153 3.1   57,986 5.2

法人税、住民税及び 
事業税   8,206     4,424     17,529    

法人税等調整額   5,197 13,404 2.6 △2,475 1,948 0.3 5,874 23,403 2.1

少数株主利益     2,169 0.4   1,583 0.3   4,817 0.4

中間(当期)純利益     14,819 2.9   14,621 2.5   29,765 2.7



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月 1日 至 平成18年9月30日） 

  （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 
株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高   

             （百万円） 
69,312 21,183 84,768 △45 175,218 

中間連結会計期間中の変動額           

  新株予約権行使 38 38     76 

 剰余金の配当 （注）     △2,117   △2,117 

 利益処分による役員賞与     △105   △105 

 中間純利益     14,819   14,819 

 連結子会社の増加に伴う減少高     △585   △585 

 持分法会社の増加に伴う減少高     △949   △949 

 連結子会社の減少に伴う減少高     △17   △17 

 自己株式の取得       △7 △7 

 自己株式の処分   0   0 1 

 株主資本以外の項目の中間連結会計 

 期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

             （百万円） 
38 38 11,044 △6 11,114 

平成18年9月30日 残高  

             （百万円） 
69,350 21,221 95,812 △51 186,333 

 
評価・換算差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年3月31日 残高 

             （百万円） 
51,851 － △3,826 48,025 63,456 286,700 

中間連結会計期間中の変動額             

  新株予約権行使           76 

 剰余金の配当 （注）           △2,117 

 利益処分による役員賞与           △105 

 中間純利益           14,819 

 連結子会社の増加に伴う減少高           △585 

 持分法会社の増加に伴う減少高           △949 

 連結子会社の減少に伴う減少高           △17 

 自己株式の取得           △7 

 自己株式の処分           1 

 株主資本以外の項目の中間連結会計 

 期間中の変動額（純額） 
△6,099 3,763 △1,143 △3,478 2,324 △1,153 

中間連結会計期間中の変動額合計   

             （百万円） 
△6,099 3,763 △1,143 △3,478 2,324 9,960 

平成18年9月30日 残高 

             （百万円） 
45,752 3,763 △4,969 44,547 65,781 296,661 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月 1日 至 平成19年9月30日） 

 
株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日 残高   

                          （百万円） 
69,358 21,230 108,744 △59 199,274 

中間連結会計期間中の変動額           

  新株予約権行使 13 13     27 

 株式交換による増加   202     202 

  剰余金の配当     △2,471   △2,471 

 中間純利益     14,621   14,621 

 連結子会社の増加に伴う増加高     44   44 

  連結子会社の増加に伴う減少高     △14   △14 

 持分法会社の増加に伴う増加高     435   435 

 連結子会社と非連結子会社との合併に 

 よる増加高 
    141   141 

 自己株式の取得       △5,003 △5,003 

 自己株式の処分   0   0 1 

 株主資本以外の項目の中間連結会計 

 期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計  

             （百万円） 
13 216 12,756 △5,002 7,984 

平成19年9月30日 残高 

              （百万円） 
69,372 21,446 121,501 △5,061 207,258 

 
評価・換算差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成19年3月31日 残高 

                      （百万円） 
47,093 3,920 △3,240 47,773 69,255 316,302 

中間連結会計期間中の変動額             

  新株予約権行使           27 

 株式交換による増加           202 

 剰余金の配当           △2,471 

 中間純利益           14,621 

 連結子会社の増加に伴う増加高           44 

 連結子会社の増加に伴う減少高           △14 

 持分法会社の減少に伴う増加高           435 

  連結子会社と非連結子会社との合併に 

 よる増加高 
          141 

 自己株式の取得           △5,003 

 自己株式の処分           1 

 株主資本以外の項目の中間連結会計 

  期間中の変動額（純額） 
△4,898 △859 3,177 △2,580 △6,618 △9,199 

中間連結会計期間中の変動額合計 

                          （百万円） 
△4,898 △859 3,177 △2,580 △6,618 △1,215 

平成19年9月30日 残高 

                          （百万円） 
42,194 3,060 △62 45,192 62,636 315,087 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日） 

  （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目2,117百万円を含んでいる。 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高  

                         （百万円） 
69,312 21,183 84,768 △45 175,218 

連結会計年度中の変動額           

  新株予約権行使 46 46     92 

 剰余金の配当 （注）     △4,235   △4,235 

 利益処分による役員賞与     △105   △105 

 当期純利益     29,765   29,765 

 連結子会社の増加に伴う増加高     1,138   1,138 

  連結子会社の増加に伴う減少高     △1,489   △1,489 

  持分法会社の増加に伴う減少高     △949   △949 

 連結子会社の減少に伴う増加高     0   0 

 連結子会社の減少に伴う減少高     △4   △4 

  在外会社退職給付繰入額     △144   △144 

 自己株式の取得       △15 △15 

 自己株式の処分   0   1 1 

 株主資本以外の項目の連結会計 

  年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計  

             （百万円） 
46 47 23,976 △14 24,055 

平成19年3月31日 残高   

             （百万円） 
69,358 21,230 108,744 △59 199,274 

  評価・換算差額等 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年3月31日 残高 

                          （百万円） 
51,851 － △3,826 48,025 63,456 286,700 

連結会計年度中の変動額             

  新株予約権行使           92 

 剰余金の配当 （注）           △4,235 

 利益処分による役員賞与           △105 

 当期純利益           29,765 

 連結子会社の増加に伴う増加高           1,138 

 連結子会社の増加に伴う減少高           △1,489 

 持分法会社の増加に伴う減少高           △949 

 連結子会社の減少に伴う増加高           0 

 連結子会社の減少に伴う減少高           △4 

 在外会社退職給付繰入額           △144 

 自己株式の取得            △15 

 自己株式の処分           1 

 株主資本以外の項目の連結会計 

 年度中の変動額（純額） 
△4,758 3,920 585 △252 5,798 5,546 

連結会計年度中の変動額合計 

             （百万円） 
△4,758 3,920 585 △252 5,798 29,601 

平成19年3月31日 残高 

             （百万円） 
47,093 3,920 △3,240 47,773 69,255 316,302 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

 前連結会計年度の要約連結 

 キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー        

税金等調整前中間(当期)純利益   30,393 18,153 57,986 

減価償却費   18,397 20,689 37,902 

持分法による投資損益（△は投資利益）   △17 △778 △476 

有価証券及び投資有価証券の売却損益（△は売却益）   △390 △19 △1,109 

固定資産の処分益   △10,165 △52 △11,931 

固定資産の処分損   759 929 3,841 

たな卸資産処分損   362 487 1,362 

受取利息及び受取配当金   △2,413 △2,137 △4,117 

支払利息   4,589 4,479 9,675 

為替差損（△は為替差益）   1,238 △3,239 △1,664 

売上債権の減少額（△は増加額）   △21,583 1,248 △28,957 

たな卸資産の減少額（△は増加額）   △21,571 △11,751 △14,167 

仕入債務の増加額（△は減少額）   27,757 △9,130 21,868 

退職給付引当金の増加額（△は減少額）   97 △524 △463 

その他   △9,073 12,948 7,177 

小計   18,380 31,300 76,927 

利息及び配当金の受取額   2,783 2,409 4,511 

利息の支払額   △4,444 △4,696 △9,499 

法人税等の支払額   △13,887 △10,281 △21,215 

営業活動によるキャッシュ・フロー   2,832 18,731 50,724 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー        

有価証券の取得による支出   △2,271 － △5,944 

有価証券の売却による収入   3,980 5,206 6,032 

投資有価証券等の取得による支出   △2,600 △1,661 △6,817 

投資有価証券等の売却による収入   91 5,704 2,096 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却   － △2,973 － 

有形固定資産の取得による支出   △15,078 △20,438 △40,000 

無形固定資産の取得による支出   △760 △754 △1,832 

固定資産の売却による収入   11,150 1,461 15,101 

その他   2,082 △6,800 1,751 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,406 △20,255 △29,612 

 



   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

 前連結会計年度の要約連結 

 キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー        

短期借入金の純増加額（△は純減少額）   2,761 △3,292 1,831 

コマーシャル・ペーパーの純増加額（△は純減少額）   9,000 29,000 13,000 

長期借入れによる収入   6,292 14,565 17,760 

長期借入金の返済による支出   △18,115 △19,602 △35,453 

社債の発行による収入   22,000 800 42,100 

社債の償還による支出   △15,036 △21,144 △56,116 

株式の発行による収入   76 228 92 

少数株主への株式の発行による収入   1,026 49 1,779 

自己株式の取得による支出   － △5,007 △14 

親会社による配当金の支払額   △2,117 △2,471 △4,235 

少数株主への配当金の支払額    △714 △993 △1,336 

その他   △28 18 △100 

財務活動によるキャッシュ・フロー   5,143 △7,848 △20,694 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額   △302 895 1,654 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額(△は減少額)   4,266 △8,476 2,072 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高   41,566 45,862 41,566 

Ⅶ．新規連結会社に係る現金及び現金同等物の期首残高   1,702 307 2,316 

Ⅷ．連結除外に係る現金及び現金同等物の減少額   － － △93 

Ⅸ．合併に係る現金及び現金同等物の増加額   － 670 － 

Ⅹ．現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高   47,536 38,363 45,862 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

 連結の範囲に含めた子会社は次の107社

である。 

 連結の範囲に含めた子会社は次の110社

である。 

 連結の範囲に含めた子会社は次の108社

である。 

理研電線㈱ 古河電池㈱ 

古河総合設備㈱ 古河精密金属工業㈱ 

協和電線㈱ 
古河サーキットフォ

イル㈱ 

古河産業㈱ 古河電工産業電線㈱ 

古河オートモーティ

ブパーツ㈱ 
古河樹脂加工㈱ 

㈱古河テクノマテリ

アル 
旭電機㈱ 

エフコ㈱ 奥村金属㈱ 

㈱井上製作所 ミハル通信㈱ 

古河エレコム㈱ ㈱正電社 

東北古河電工㈱ 材工㈱ 

㈱成和技研 古河カラーアルミ㈱ 

古河物流㈱ ㈱フォーム化成 

古河インフォメーシ
ョン・テクノロジー
㈱ 

古河ファイナンス・
アンド・ビジネス・
サポート㈱ 

古河インフォネット

㈱ 
㈱横浜ドラム製作所 

古河ライフサービス

㈱ 
日本製箔㈱ 

㈱ニッケイ加工 ㈱エフアイ・テクノ 

岡野電線㈱ サンサニー工業㈱ 

アクセスケーブル㈱ 日本金属箔工業㈱ 

古河日光発電㈱ 古河スカイ滋賀㈱ 

東日本鍛造㈱ ＦＣＭ㈱ 

㈱ＡＣＥ２１ 古河スカイ㈱ 

㈱エルコンポ スカイサービス㈱ 

古河スカイテクノ㈱ ㈱システムスカイ 

古河ネットワークソ
リューション㈱ 

四国電線㈱ 

㈱新満電 古河テクノリサーチ
㈱ 

㈱古河電工エンジニ
アリングサービス 

  

理研電線㈱ 古河電池㈱ 

古河総合設備㈱ 古河精密金属工業㈱

協和電線㈱ 
古河サーキットフォ

イル㈱ 

古河産業㈱ 古河電工産業電線㈱

古河オートモーティ

ブパーツ㈱ 
古河樹脂加工㈱ 

㈱古河テクノマテリ

アル 
旭電機㈱ 

エフコ㈱ 奥村金属㈱ 

㈱井上製作所 ミハル通信㈱ 

古河エレコム㈱ ㈱正電社 

東北古河電工㈱ 材工㈱ 

㈱成和技研 古河カラーアルミ㈱

古河物流㈱ ㈱フォーム化成 

古河インフォメーシ
ョン・テクノロジー
㈱ 

古河ファイナンス・
アンド・ビジネス・
サポート㈱ 

古河インフォネット

㈱ 
㈱横浜ドラム製作所

古河ライフサービス

㈱ 
日本製箔㈱ 

㈱ニッケイ加工 ㈱エフアイ・テクノ

岡野電線㈱ サンサニー工業㈱ 

アクセスケーブル㈱ 日本金属箔工業㈱ 

古河日光発電㈱ 古河スカイ滋賀㈱ 

東日本鍛造㈱ ＦＣＭ㈱ 

㈱ＡＣＥ２１ 古河スカイ㈱ 

㈱エルコンポ スカイサービス㈱ 

古河スカイテクノ㈱ ㈱システムスカイ 

古河ネットワークソ
リューション㈱ 

四国電線㈱ 

㈱新満電  古河テクノリサー
チ㈱ 

㈱古河電工エンジニ

アリングサービス 
  ㈱エヌ・テック 

古河テクノリサーチ㈱ 

㈱古河電工エンジニアリングサービス 

古河ネットワークソリューション㈱ 

四国電線㈱ ㈱新満電 

古河日光発電㈱ 古河スカイ滋賀㈱ 

東日本鍛造㈱ ＦＣＭ㈱ 

㈱ＡＣＥ２１ 古河スカイ㈱ 

㈱エルコンポ スカイサービス㈱ 

古河スカイテクノ㈱ ㈱システムスカイ 

理研電線㈱ 古河電池㈱ 

古河総合設備㈱ 古河精密金属工業㈱ 

協和電線㈱ 古河サーキットフォ

イル㈱ 

古河産業㈱ 古河電工産業電線㈱ 

古河オートモーティ

ブパーツ㈱ 

古河樹脂加工㈱ 

㈱古河テクノマテリ

アル 

旭電機㈱ 

奥村金属㈱ エフコ㈱ 

ミハル通信㈱ ㈱井上製作所 

㈱正電社 古河エレコム㈱ 

材工㈱ 東北古河電工㈱ 

㈱成和技研 古河カラーアルミ㈱ 

古河物流㈱ ㈱フォーム化成 

古河インフォメーシ

ョン・テクノロジー

㈱ 

  

古河インフォネット

㈱ 

㈱横浜ドラム製作所 

古河ファイナンス・

アンド・ビジネス・

サポート㈱ 

古河ライフサービス

㈱ 

㈱ニッケイ加工 ㈱エフアイ・テクノ 

岡野電線㈱ サンサニー工業㈱ 

アクセスケーブル㈱ 日本金属箔工業㈱ 

日本製箔㈱   

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

Trocellen GmbH 

瀋陽古河電纜有限公司 

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK 

台日古河銅箔股份有限公司 

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO., 

LTD. 

P.T. Furukawa Indal Aluminum 

FURUKAWA (THAILAND) CO.,LTD. 

FEC THAI HOLDING CO.,LTD. 

BANGKOK TELECOM CO.,LTD. 

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD. 

FE MAGNET WIRE (MALAYSIA) SDN.BHD. 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC. 

FURUKAWA FINANCE NETHERLANDS B.V. 

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD. 

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS  

ELETRICOS 

西古光繊光纜有限公司 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,

INC. 

FURUKAWA AMERICA,INC. 

Optical Communication Products,Inc. 

Furukawa Electric Europe Ltd. 

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA  

E CONSTRUCOES LTDA 

Thai Furukawa Unicomm Engineering 
CO.,Ltd. 

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VIETNAM) 

INC. 

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO., 
LTD. 

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS  

PHILIPPINES INC. 

古河国際股份有限公司 

Furukawa FITEL（Thailand）Co.,Ltd.  

古河金属（無錫）有限公司  

天津津河電工有限公司  

古河電装配件（嘉興）有限公司 

Polifoam Plastic Processing,Co.Ltd. 

OFS Laboratories,LLC 

OFS Fitel,LLC                 他23社 

Trocellen GmbH 

瀋陽古河電纜有限公司 

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK 

台日古河銅箔股份有限公司 

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO., 

LTD. 

P.T. Furukawa Indal Aluminum 

FURUKAWA (THAILAND) CO.,LTD. 

FEC THAI HOLDING CO.,LTD. 

BANGKOK TELECOM CO.,LTD. 

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD. 

FE MAGNET WIRE (MALAYSIA) SDN.BHD. 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS  

ELETRICOS 

西古光繊光纜有限公司 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD,

INC. 

FURUKAWA AMERICA,INC. 

Optical Communication Products,Inc. 

Furukawa Electric Europe Ltd. 

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA 

E CONSTRUCOES LTDA 

古河奇鋐電子（蘇州）有限公司 

Thai Furukawa Unicomm Engineering 
CO.,Ltd. 

FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD. 

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VIETNAM) 

INC. 

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO., 
LTD. 

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS  

PHILIPPINES INC. 

古河国際股份有限公司 

Furukawa FITEL（Thailand）Co.,Ltd.  

古河金属（無錫）有限公司  

天津津河電工有限公司  

古河電装配件（嘉興）有限公司 

Polifoam Plastic Processing,Co.Ltd. 

OFS Laboratories,LLC 

OFS Fitel,LLC  

恵州金山電装有限公司 

古河（天津）精密鋁業有限公司 

Furukawa-Sky Aluminum(Vietnam)Inc. 

               他21社 

Trocellen GmbH 

瀋陽古河電纜有限公司 

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK 

台日古河銅箔股份有限公司 

FURUKAWA METAL(THAILAND)PUBLIC CO., 

LTD. 

P.T. Furukawa Indal Aluminum 

FURUKAWA(THAILAND) CO.,LTD. 

FEC THAI HOLDING CO.,LTD. 

BANGKOK TELECOM CO.,LTD. 

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD. 

FE MAGNET WIRE(MALAYSIA) SDN.BHD. 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA,INC. 

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD. 

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS  

ELETRICOS 

古河国際股份有限公司 

Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd.  

古河金属（無錫）有限公司 

天津津河電工有限公司 

古河電装配件（嘉興）有限公司 

OFS Laboratories,LLC 

Polifoam Plastic Processing,Co.Ltd. 

FURUKAWA GP AUTO PARTS(HK)LTD. 

古河奇鋐電子（蘇州）有限公司 

西古光繊光纜有限公司 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD, 

INC. 

FURUKAWA AMERICA,INC. 

Optical Communication Products,Inc. 

Furukawa Electric Europe Ltd. 

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA  

E CONSTRUCOES LTDA 

Thai Furukawa Unicomm Engineering  

Co.,Ltd 

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS （VIETNAM） 

INC. 

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO., 

LTD. 

FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS  

PHILIPPINES INC. 

OFS Fitel,LLC         他23社 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

  古河テクノリサーチ㈱、㈱古河電工エン

ジニアリングサービス、古河国際股份有限

公司、Furukawa FITEL(Thailand)Co., 

Ltd.、古河金属（無錫）有限公司、天津津

河電工有限公司、古河電装配件（嘉興）有

限公司他1社はそれぞれ重要性が増したた

め、当中間連結会計期間より連結子会社と

した。OFS Laboratories,LLCは新設された

ため、当中間連結会計期間より連結子会社

とした。Polifoam Plastic Processing, 

Co.Ltd.他2社は持分が増加したため、当中

間連結会計期間より連結子会社とした。 

  ㈱山田軽金属製作所他1社は持分の減少

等により、当中間連結会計期間より連結の

範囲から除外した。 

 P.T.FURUKAWA SUPREME OPTICAL CABLE

など非連結子会社はその総資産・売上

高・損益及び利益剰余金の額のいずれに

おいても小規模であり全体としても中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ない。 

  ㈱エヌ・テック、古河（天津）精密鋁業

有限公司、Furukawa-Sky Aluminum(Vietna

m)Inc.、恵州金山電装有限公司はそれぞれ

重要性が増したため、当中間連結会計期間

より連結子会社とした。 

  OFS BRIGHTWAVE,LLCは、OFS FITEL,LLC

との合併により消滅した。Trocellen Lati

noamerica Ltda.は、売却により当中間連

結会計期間より連結の範囲から除外した。 

 P.T.FURUKAWA SUPREME OPTICAL CABLE

など非連結子会社はその総資産・売上

高・損益及び利益剰余金の額のいずれに

おいても小規模であり全体としても中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ない。 

  古河テクノリサーチ㈱、㈱古河電工エン

ジニアリングサービス、古河国際股份有限

公司、Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Lt

d. 、古河金属（無錫）有限公司、天津津

河電工有限公司、古河電装配件（嘉興）有

限公司他1社は重要性が増したため、当連

結会計年度より連結子会社とした。OFS La

boratories,LLCは新設されたため、当連結

会計年度より連結子会社とした。Polifoa

m Plastic Processing,Co.Ltd.、FURUKAW

A GP AUTO PARTS(HK)LTD.、古河奇鋐電子

（蘇州）有限公司他4社は持分が増加した

ため、当連結会計年度より連結子会社とし

た。 

 ㈱山田軽金属製作所、Trocellen Iberic

a S.A.他2社は持分の減少等により、当連

結会計年度より連結の範囲から除外した。

FURUKAWA FINANCE NETHERLANDS B.V.は清

算業務の進展により、重要性が低下したた

め連結の範囲から除外した。 

 P.T.FURUKAWA SUPREME OPTICAL CABLEな

ど非連結子会社はその総資産・売上高・損

益及び利益剰余金の額のいずれにおいても

小規模であり全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていない。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

 持分法を適用した会社は以下の13社であ

る。 

 持分法を適用した会社は以下の16社であ

る。 

持分法を適用した会社は以下の14社であ

る。 

 重要性の増加により、上海日光銅業有限

公司、Sociedade Produtora de Fibras 

Opticas S.A.に当中間連結会計期間より持

分法を適用した。前連結会計年度途中に持

分の減少等によって持分法の適用範囲から

除外したコーミ金属㈱、FCI S/Aを当中間

連結会計期間より持分法の適用範囲から除

外した。 

 雲南銅業古河電気有限公司などは、その

損益または利益剰余金の額のいずれにおい

ても小規模であり全体としても中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、持分法を適用していない。 

関連会社： 

（13社） 

東京特殊電線㈱ 

原子燃料工業㈱ 

ブロードワイヤレス㈱ 

㈱ビスキャス 

上海日光銅業有限公司 

LEAR FURUKAWA  

CORPORATION 

SHINCHANG CONNECTOR  

CO.,LTD. 

FEMCO MAGNET WIRE  

CORPORATION 

ADVANCED MICRO  

SENSOR,INC. 

MBK Furukawa Sistemas  

S.A. 

Asia Vital Components  

Co.,Ltd. 

  Delphi Furukawa Wiring 

Systems LLC  

  Sociedade Produtora de  

Fibras Opticas S.A. 

 上海金亭汽車線束有限公司、重慶長華汽

車線束有限公司は重要性が増したため、当

中間連結会計期間より持分法を適用した。 

 雲南銅業古河電気有限公司などは、その

損益または利益剰余金の額のいずれにおい

ても小規模であり全体としても中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、持分法を適用していない。 

関連会社： 

（16社） 

東京特殊電線㈱ 

原子燃料工業㈱ 

ブロードワイヤレス㈱ 

㈱ビスキャス 

上海日光銅業有限公司 

Trocellen Iberica S.A. 

LEAR FURUKAWA  

CORPORATION 

SHINCHANG CONNECTOR  

CO.,LTD. 

FEMCO MAGNET WIRE  

CORPORATION 

ADVANCED MICRO  

SENSOR,INC. 

MBK Furukawa Sistemas  

S.A. 

  Asia Vital Components  

Co.,Ltd. 

  上海金亭汽車線束有限公

司 

 
重慶長華汽車線束有限公

司 

他2社 

 上海日光銅業有限公司他1社は重要性が

増したため、当連結会計年度より持分法を

適用した。持分の減少により当連結会計年

度より連結の範囲から除外したTrocelle

n Iberica S.A.に持分法を適用した。前連

結会計年度途中に持分の減少によって持分

法の適用範囲から除外したコーミ金属㈱他

1社を当連結会計年度より持分法の適用範

囲から除外した。 

 雲南銅業古河電気有限公司などは、その

損益または利益剰余金の額のいずれにおい

ても小規模であり全体としても連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないため、持

分法を適用していない。 

関連会社： 

（14社） 

東京特殊電線㈱ 

原子燃料工業㈱ 

ブロードワイヤレス㈱ 

㈱ビスキャス 

上海日光銅業有限公司 

Trocellen Iberica S.A. 

LEAR FURUKAWA  

CORPORATION 

SHINCHANG CONNECTOR  

CO.,LTD. 

FEMCO MAGNET WIRE  

CORPORATION 

ADVANCED MICRO  

SENSOR,INC. 

MBK Furukawa Sistemas  

S.A. 

Asia Vital Components  

Co.,Ltd. 

他2社 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち瀋陽古河電纜有限公

司、台日古河銅箔股份有限公司、PT  

TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK、FURUKAWA  

METAL(THAILAND)PUBLIC CO.,LTD.、P.T. 

Furukawa Indal Aluminum、FURUKAWA 

(THAILAND) CO.,LTD.、FEC THAI HOLDING  

CO.,LTD.、BANGKOK TELECOM CO.,LTD.、 

THAI FIBER OPTICS CO.,LTD.、FE MAGNET 

WIRE (MALAYSIA) SDN.BHD.、FURUKAWA  

ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.、FURUKAWA 

FINANCE NETHERLANDS B.V.、FURUKAWA  

ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.、FURUKAWA  

INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELETRICOS、 

FURUKAWA ELECTRIC NORTH AMERICA APD, 

INC.、FURUKAWA AMERICA,INC.、 

FURUKAWA EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA E  

CONSTRUCOES LTDA、FURUKAWA  

AUTOMOTIVE PARTS (VIETNAM) INC.、 

FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO., 

LTD.、FURUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS  

PHILIPPINES INC.、西古光繊光纜有限公

司、OFS Fitel,LLC、他31社の中間決算日

は6月30日であるので6月30日の中間決算書

を使用して連結している。中間連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っている。 

 持分法を適用している会社のうち9社は

当社と中間決算日が異なっているが、当該

会社の中間決算日現在の財務諸表を使用し

ている。なお、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行うこととしている。 

 連結子会社のうち瀋陽古河電纜有限公

司、台日古河銅箔股份有限公司、PT TEMBA

GA MULIA SEMANAN TBK、FURUKAWA METAL(T

HAILAND)PUBLIC CO.,LTD.、P.T.Furukaw

a Indal Aluminum、FURUKAWA(THAILAND) C

O.,LTD.、FEC THAI HOLDING CO.,LTD.、BA

NGKOK TELECOM CO.,LTD.、THAI FIBER OPT

ICS CO.,LTD.、FE MAGNETWIRE (MALAYSI

A) SDN.BHD.、FURUKAWA ELECTRIC NORTH A

MERICA,INC.、FURUKAWA ELECTRIC SINGAPO

RE PTE.LTD.、FURUKAWA INDUSTRIAL S.

A. PRODUTOS ELETRICOS、FURUKAWA ELECTR

IC NORTH AMERICA APD,INC.、FURUKAWA AM

ERICA,INC.、FURUKAWA EMPREENDIMENTOS E

NGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA、FURUKAW

A AUTOMOTIVE PARTS (VIETNAM) INC.、FUR

UKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.、F

URUKAWA ELECTRIC AUTOPARTS PHILIPPINE

S INC.、西古光繊光纜有限公司、OFS Fite

l,LLC、恵州金山電装有限公司、古河（天

津）精密鋁業有限公司、Furukawa-Sky Alu

minum(Vietnam)Inc.、他31社の中間決算日

は6月30日であるので6月30日の中間決算書

を使用して連結している。中間連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っている。 

 持分法を適用している会社のうち12社は

当社と中間決算日が異なっているが、当該

会社の中間決算日現在の財務諸表を使用し

ている。なお、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行うこととしている。 

 連結子会社のうち古河国際股份有限公

司、Furukawa FITEL(Thailand)Co.,Ltd、

古河金属（無錫）有限公司、天津津河電工

有限公司、古河電装配件（嘉興）有限公

司、OFS Laboratories,LLC、Polifoam  

Processing,Co.Ltd.、FURUKAWA GP AUTO  

PARTS(HK)LTD.、古河奇鋐電子（蘇州）有

限公司、瀋陽古河電纜有限公司、台日古河

銅箔股份有限公司、PT TEMBAGA MULIA  

SEMANAN TBK、FURUKAWA METAL(THAILAND) 

PUBLIC CO.,LTD.、P.T.Furukawa Indal  

Aluminum、FURUKAWA (THAILAND)CO., 

LTD.、FEC THAI HOLDING CO.,LTD.、 

BANGKOK TELECOM CO.,LTD.、THAI FIBER  

OPTICS CO.,LTD.、FE MAGNET WIRE  

(MALAYSIA)SDN.BHD.、FURUKAWA  

ELECTRIC NORTH AMERICA,INC.、 

FURUKAWA ELECTRIC SINGAPORE PTE.LTD.、 

FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS  

ELETRICOS、FURUKAWA ELECTRIC NORTH  

AMERICA APD,INC.、FURUKAWA AMERICA, 

INC.、FURUKAWA EMPREENDIMENTOS  

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA、 

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS（VIETNAM） 

INC.、FURUKAWA PRECISION (THAILAND)  

CO.,LTD.、FURUKAWA ELECTRIC  

AUTOPARTS PHILIPPINES INC.、西古光繊光

纜有限公司、OFS Fitel,LLC、他24社の決

算日は12月31日であるので12月31日の決算

書を使用して連結している。連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っている。 

 持分法を適用している会社のうち10社は

当社と決算日が異なっているが、当該会社

の決算日現在の財務諸表を使用している。

なお、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行うこ

ととしている。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的債券 

主に償却原価法 

その他有価証券 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的債券 

同   左 

その他有価証券 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的債券 

同   左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づく 

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は主

として移動平均法により算定） 

時価のあるもの 

同      左 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算定） 

時価のないもの 

主として移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同   左 

時価のないもの 

同   左 

②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同   左 

②デリバティブ 

同   左 

③たな卸資産 

 主として総平均法に基づく原価法 

③たな卸資産 

同   左 

③たな卸資産 

同   左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 主として当社と国内連結子会社は、建

物は定額法、建物以外については定率法

を採用しているが、在外連結子会社は、

主に定額法を採用している。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 主として当社と国内連結子会社は、建

物は定額法、建物以外については定率法

を採用しているが、在外連結子会社は、

主に定額法を採用している。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 主として当社と国内連結子会社は、建

物は定額法、建物以外については定率法

を採用しているが、在外連結子会社は、

主に定額法を採用している。  

  

  

  

（会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、当中間連結

会計期間より、平成19年4月1日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更して

いる。これにより、営業利益、経常利益、

及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ130

百万円減少している。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載している。  

（追加情報） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により、取得価

額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価

額との差額を5年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上している。これによ

り、営業利益、経常利益、及び税金等調整

前中間純利益はそれぞれ1,711百万円減少し

ている。  

  なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載している。  

  

  

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

②無形固定資産 

 定額法による。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における利用

可能期間（5年）に基づく定額法によ

る。 

②無形固定資産 

同   左 

②無形固定資産 

同   左 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

  

  

社債発行費 

支出時に全額費用として処理している。 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理している。 

社債発行費 

同   左 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理している。 

社債発行費 

同   左 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については主に貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同   左 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同   左 

②退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間連結 

②退職給付引当金 

同   左 

②退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計 

会計期間末において発生していると認め

られる額を計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（1年～20年）による定額法により費用

処理している。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（1～20年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしている。 

  年度末において発生していると認められ

る額を計上している。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（1年～20年）による定額法により費用

処理している。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（1～20年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしている。  

③役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、会社の内規に基づく中間期末要支給

額を計上している。 

  なお、当社は平成18年4月28日の取締

役会において、同年6月29日定時株主総

会終結のときをもって役員退職慰労金制

度を廃止することを決議し、同総会で、

退任役員に対する退職慰労金の支給なら

びに在任役員に対する打切り支給を決議

した。当中間連結会計期間末において未

支給の金額については、固定負債のその

他として計上している。 

③役員退職慰労引当金 

同      左 

③役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、会社の内規に基づく期末要支給額を

計上している。 

  なお、当社は平成18年4月28日の取締

役会において、同年6月29日定時株主総

会終結のときをもって役員退職慰労金制

度を廃止することを決議し、同総会で、

退任役員に対する退職慰労金の支給なら

びに在任役員に対する打切り支給を決議

した。当連結会計年度末において未支給

の金額については、固定負債のその他と

して計上している。 

④製品補償引当金 

  製品の品質に関する補償費用の支出に

備えるため、今後必要と見込まれる金額

を計上している。  

④製品補償引当金 

同      左 

④製品補償引当金 

同      左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

⑤環境対策引当金 

  ポリ塩化ビフェニル（PCB）の撤去等

の環境関連費用の支出に備えるため、今

後発生すると見込まれる金額を計上して

いる。 

⑤環境対策引当金 

同      左 

⑤環境対策引当金 

同      左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、主として通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同   左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同   左 

(6）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用している。な

お、為替予約について振当処理の要件を

満たしているものは振当処理を、金利ス

ワップについて特例処理の用件を満たし

ているものは特例処理を採用している。 

(6）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同   左 

(6）ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同   左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

金利スワップ：借入金 

為替予約：外貨建売掛債権、外貨建買

入債務等 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  

地金先物取引：原材料、仕掛品     

③ヘッジ方針 

 借入債務、確定的な売買契約等に対

し、金利変動、為替変動及び原材料価格

変動等のリスクを回避することを目的と

してヘッジを行っている。 

③ヘッジ方針 

同   左 

③ヘッジ方針 

同   左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動またはキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その基礎数値の価格に起

因する部分以外の部分を除外した変動額

の比率によって有効性を評価している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

(7）消費税等の会計処理方法 

 税抜処理を採用している。 

(7）消費税等の会計処理方法 

同   左 

(7）消費税等の会計処理方法 

同   左 

(8) 連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用している。 

(8) 連結納税制度の適用 

同   左 

(8）連結納税制度の適用 

同   左 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から3

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなる。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同   左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資から

なる。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適

用している。従来の資本の部の合計に相当

する金額は、227,116百万円である。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間末における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の中間連結財務諸表規則により作成し

ている。 

  

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ている。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額

は、243,126百万円である。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成している。 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん」と表示している。 

                    ―――――  

 

  

  

 

  

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  １．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資 

    産の処分益」は、前中間連結会計期間は「その他」 

    に含めて表示していたが、重要性が増したため区分 

    掲記している。なお、前中間連結会計期間の「その 

    他」に含まれている「固定資産の処分益」は△459百

    万円である。 

  ２．投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証 

    券の取得による支出」、「固定資産の売却による収 

    入」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて 

    表示していたが、重要性が増したため区分掲記して 

    いる。なお、前中間連結会計期間の「その他」に含 

    まれている「有価証券の取得による支出」は△2,817

    百万円、「固定資産の売却による収入」は875百万円

    である。 

  ３．財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主 

    への配当金の支払額」は、前中間連結会計期間は 

    「その他」に含めて表示していたが、重要性が増 

    したため区分掲記している。なお、前中間連結会計 

    期間の「その他」に含まれている「少数株主への配 

    当金の支払額」は△1,224百万円である。 

                    ―――――          

               

 

  

（中間連結損益計算書） 

 「製品補償費用」は、前中間連結会計期間まで特別損

失の「その他」に含めて表示していたが、特別損失の総

額の100分の10を超えたため区分掲記している。なお、前

中間連結会計期間の「その他」に含まれている「製品補

償費用」は201百万円である。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．投資活動によるキャッシュ・フローの「連結範囲 

   の変更を伴う子会社株式の売却による収入」は、前中

   間連結会計期間は「その他」に含めて表示してい    

   たが、重要性が増したため区分掲記している。な  

   お、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい 

   る「連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収

   入」は3百万円である。 

 ２．財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

   取得による支出」は、前中間連結会計期間は「その 

   他」に含めて表示していたが、重要性が増したため区

   分掲記している。なお、前中間連結会計期間の「その

   他」に含まれている「自己株式の取得による支出」は

   △6百万円である。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年3月31日） 

＊１．担保資産及び担保付債務 ＊１．担保資産及び担保付債務 ＊１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおり
である。 

 担保に供している資産は、次のとおり
である。 

 担保に供している資産は、次のとおり
である。 

現金及び預金 100百万円 

受取手形及び売掛金 934 

建物及び構築物 18,702 

機械装置及び運搬具 6,341 

工具器具備品 567 

土地 19,055 

投資有価証券 343 

合計 46,044百万円 

現金及び預金 50百万円 

建物及び構築物 16,891 

機械装置及び運搬具 5,437 

工具器具備品 463 

土地 13,969 

投資有価証券 317 

合計 37,129百万円 

現金及び預金 100百万円 

建物及び構築物 18,930 

機械装置及び運搬具 6,902 

工具器具備品 511 

土地 18,450 

投資有価証券 89 

合計 44,984百万円 

       上記資産のうち工場財団抵当に供して 

       いる資産 

  
 担保付債務は、次のとおりである。 

建物及び構築物 6,084百万円 

機械装置及び運搬具 6,162 

工具器具備品 567 

土地 9,028 

合計 21,843百万円 

       上記資産のうち工場財団抵当に供して 

       いる資産 

  
 担保付債務は、次のとおりである。 

建物及び構築物 5,425百万円 

機械装置及び運搬具 5,437 

工具器具備品 463 

土地 4,795 

合計 16,121百万円 

       上記資産のうち工場財団抵当に供して 

       いる資産 

  
 担保付債務は、次のとおりである。 

建物及び構築物 6,061百万円 

機械装置及び運搬具 6,103 

工具器具備品 511 

土地 8,811 

合計 21,487百万円 

短期借入金 6,666百万円 

長期借入金 7,845 

その他債務 219 

合計 14,731百万円 

短期借入金 5,569百万円 

長期借入金 4,443 

その他債務 301 

合計 10,314百万円 

短期借入金 6,887百万円 

流動負債その他 98 

長期借入金 5,621 

固定負債その他 253 

合計 12,860百万円 

 上記のうち工場財団抵当に対応する債務 

短期借入金 2,936百万円 

長期借入金 1,853 

合計 4,789百万円 

 ２．受取手形割引高 1,489百万円 

   受取手形裏書譲渡高 15,117百万円 

 上記のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 2,604百万円 

長期借入金 633 

合計 3,237百万円 

 ２．受取手形割引高 1,037百万円 

   受取手形裏書譲渡高 19,819百万円 

 上記のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 2,641百万円 

長期借入金 1,135 

合計 3,776百万円 

 ２．受取手形割引高 970百万円 

   受取手形裏書譲渡高 19,946百万円 

  

  

  

  

  

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年3月31日） 

 ３．偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金等に対し、債務保証を行ってい

る。 

 ３．偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金等に対し、債務保証を行ってい

る。 

 ３．偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金等に対し、債務保証を行ってい

る。 

  保証 
総額 

うち当企業 
集団負担分 

(株)ビスキャス 4,398  4,148百万円 

上海日光銅業有限公司 2,304  2,304 

SIAM FURUKAWA CO., LTD. 1,415  1,415 

古河汽車配件（香港）有限公
司 

1,037  1,037 

Furukawa Electric 
Autoparts Central Europe, 
s.r.o. 

929    929 

PENNTECQ INC. 756    756 

その他 6,419  6,006 

合計 17,261 16,598百万円 

  保証 
総額 

うち当企業 
集団負担分 

(株)ビスキャス 7,985  7,985百万円 

上海日光銅業有限公司 2,369  2,369  

古河汽車配件（香港）有

限公司 
825    825    

Furukawa Electric (Shen
zhen) Co., Ltd 

784    784 

Furukawa Electric 
Autoparts Central Europ
e,s.r.o. 

709   709 

SIAM FURUKAWA CO.,LTD. 668   668  

その他 4,933  4,895     

合計 18,276 18,239百万円 

  保証 
総額 

うち当企業 
集団負担分 

(株)ビスキャス 4,785  4,785百万円

上海日光銅業有限公司 3,019 3,019 

古河汽車配件（香港）有限
公司 

1,251 1,251 

SIAM FURUKAWA CO.,LTD. 1,214 1,214 

Furukawa Electric 
Autoparts Central  
Europe, s.r.o. 

778 778 

PENNTECQ INC. 718 718 

その他 5,394 5,376 

合計 17,161 17,143百万円

 ＊４．中間連結会計期間末日満期手形の 

 会計処理について 

 ＊４．中間連結会計期間末日満期手形の 

 会計処理について 

＊４．連結会計年度末日満期手形の  

  会計処理について 

当中間連結会計期間の末日は金融機関の

休日であったが、満期日に決済が行なわれ

たものとして処理している。当中間連結会

計期間末日満期手形は次のとおりである。  

当中間連結会計期間の末日は金融機関の

休日であったが、満期日に決済が行なわれ

たものとして処理している。当中間連結会

計期間末日満期手形は次のとおりである。  

当連結会計年度の末日は金融機関の休日

であったが、満期日に決済が行なわれたも

のとして処理している。当連結会計年度末

日満期手形は次のとおりである。  

      

 受取手形 6,594  百万円 

 支払手形 7,115  

 受取手形割引高 315  

 受取手形裏書譲渡高 5,488  

      

 受取手形 5,329  百万円 

 支払手形 6,777  

 受取手形割引高 479  

 受取手形裏書譲渡高 6,087  

      

 受取手形 5,773  百万円 

 支払手形 6,766  

 受取手形割引高 543  

 受取手形裏書譲渡高 8,609  

      



（中間連結損益計算書関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目と金額は次のとおりである。 

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目と金額は次のとおりである。 

＊１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目と金額は次のとおりである。 

荷造費及び運送費 11,790百万円 

販売手数料 1,662 

給与諸手当福利費 19,745 

退職給付費用 1,455 

減価償却費 3,025 

研究開発費 7,079 

荷造費及び運送費 11,976百万円 

販売手数料 1,463 

給与諸手当福利費 20,507 

退職給付費用 1,280 

減価償却費 2,984 

研究開発費 7,060 

荷造費及び運送費 24,111百万円 

販売手数料 3,139 

給与諸手当福利費 39,588 

退職給付費用 2,555 

減価償却費 6,136 

研究開発費 14,404 

      

＊２．固定資産処分益は、土地等の売却等に

よるものである。 

       ――――― ＊２．固定資産処分益は、土地等の売却等に

よるものである。 

      

＊３．固定資産処分損の主な内訳は、当社に

おける建物等処分損602百万円である。 

＊３．固定資産処分損の主な内訳は、当社に

おける建物等処分損418百万円である。 

＊３．固定資産処分損の主な内訳は、当社に

おける建物等処分損1,575百万円であ

る。 

      

       ――――― ＊４．のれんの減損損失は、在米連結子会社

が米国財務会計基準書第142号に基づ

き、のれんの減損テストを行なった結

果、公正価額が簿価を下回っていると判

断されたため、「のれん」の減損損失

（999百万円）を計上している。 

        ――――― 

      



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月 1日 至 平成18年9月30日） 

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1.普通株式の発行済株式数の増加は、ストックオプションとして発行された新株予約権の権利行使 

    による。 

   2.普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取請求に、また減少は単元未満株式の 

    買増請求にそれぞれ応じたことによる。 

  

 ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はない。 

  

 ３.配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

  

 （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間以後となるもの 

 
 前連結会計年度末 

 株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

 当中間連結会計期間 

 末株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 (注)1 705,958 190 － 706,148 

合計 705,958 190 － 706,148 

自己株式         

普通株式 (注)2  100 9 1 108 

合計 100 9 1 108 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

1株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 2,117 3 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

1株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月9日 

取締役会 
普通株式 2,118 利益剰余金 3 平成18年9月30日 平成18年12月8日 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月 1日 至 平成19年9月30日） 

 １.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加は、ストックオプションとして発行された新株予約権の権利行 

    使（70千株）および株式交換による新株発行（281千株）である。 

   2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による取得（8,941千株）および単元未満 

    株式の買取請求による取得（5千株）であり、また減少は単元未満株式の買増請求による売渡し 

    である。 

  

 ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はない。 

  

 ３.配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

  

 （2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後と 

   なるもの 

 
 前連結会計年度末 

 株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

 当中間連結会計期間 

 末株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 (注)1 706,183 351 － 706,534 

合計 706,183 351 － 706,534 

自己株式         

普通株式 (注)2   118 8,946 1 9,062 

合計 118 8,946 1 9,062 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

1株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 2,471 3.5 平成19年3月31日 平成19年6月27日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当原資 

1株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月8日 

取締役会 
普通株式 2,441 利益剰余金 3.5 平成19年9月30日 平成19年12月7日 



前連結会計年度（自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1.普通株式の発行済み株式数の増加は、ストックオプションとして発行された新株予約権の権利行 

    使による。 

      2.普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取請求に、また減少は単元未満株の 

        買増請求にそれぞれ応じたことによる。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はない。 

 ３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 (注)1 705,958 225 － 706,183 

合計 705,958 225 － 706,183 

自己株式         

普通株式 (注)2 100 19 2 118 

合計 100 19 2 118 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 2,117 3 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年11月9日 

取締役会 
普通株式 2,118 3 平成18年9月30日 平成18年12月8日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 2,471 利益剰余金 3.5 平成19年3月31日 平成19年6月27日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係（平成18年 9月30日現在） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係（平成19年 9月30日現在） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年 3月31日現在） 

現金及び預金勘定 46,065百万円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,980 

有価証券勘定 3,451 

現金及び現金同等物 47,536百万円 

現金及び預金勘定 42,500百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△4,173 

有価証券勘定 36 

現金及び現金同等物 38,363百万円

現金及び預金勘定 46,664百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△3,023 

有価証券勘定 2,222 

現金及び現金同等物 45,862百万円

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

中間期末
残高相当
額 
（百万円） 

機械装置及
び運搬具 2,620 1,535 1,084 

工具器具 
備品 4,782 2,845 1,936 

その他 808 495 312 

合計 8,210 4,876 3,334 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

中間期末
残高相当
額 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 2,068 985 1,083

工具器具 
備品 4,186 2,573 1,613

その他 548 283 264

合計 6,804 3,842 2,961

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 2,147 1,126 1,021

工具器具 
備品 4,544 2,878 1,665

その他 764 494 270

合計 7,456 4,499 2,957

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,508百万円 

１年超 1,826百万円 

合計 3,334百万円 

１年内 1,334百万円

１年超 1,626百万円

合計 2,961百万円

１年内 1,366百万円

１年超 1,590百万円

合計 2,957百万円

（注）取得価額相当額及び未経過リース料中

間期末残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が、有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。 

（注）     同   左 （注）取得価額相当額及び未経過リース料期

末残高相当額は、未経過リース料期末

残高が、有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 1,236百万円 

減価償却費相当額 1,236百万円 

支払リース料 1,052百万円

減価償却費相当額 1,052百万円

支払リース料 2,101百万円

減価償却費相当額 2,101百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はない。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

  

 （減損損失について） 

同   左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

  

（減損損失について） 

同   左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

１．満期保有目的の債券で時価の
あるもの 

中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 7,406 7,406 － 

(2）社債 100 100 － 

(3）その他 13 13 － 

合計 7,520 7,520 － 

２．その他有価証券で時価のある

もの 
取得原価（百万円） 

中間連結貸借対照表

計上額（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 24,522 101,017 76,494 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 24,522 101,017 76,494 

その他有価証券  

非上場株式 3,071百万円 

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先出資証券 5,000百万円 

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先株式 3,000百万円 

１．満期保有目的の債券で時価の
あるもの 

中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 5 5 － 

(2）社債 10 10 － 

(3）その他 263 263 0 

合計 279 279 0 

２．その他有価証券で時価のある

もの 
取得原価（百万円） 

中間連結貸借対照表

計上額（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 26,757 98,720 71,963 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 26,757 98,720 71,963 

その他有価証券  

非上場株式 2,468百万円 

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先株式 3,000百万円 

    



前連結会計年度末（平成19年3月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。 

１．満期保有目的の債券で時価の
あるもの 

連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 8,129 8,130 0 

(2）社債 － － － 

(3）その他 164 165 0 

合計 8,293 8,295 1 

２．その他有価証券で時価のある

もの 
取得原価（百万円） 

連結貸借対照表計上

額（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 24,754 103,735 78,980 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 24,754 103,735 78,980 

   その他有価証券    

非上場株式 2,846百万円 

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先出資証券 5,000百万円 

株式会社みずほフィナンシャルグループ優先株式 3,000百万円 

対象物
の種類 

取引の種類 

前中間連結会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年3月31日） 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

通貨 為替予約取引                   

  売建                  

  米ドル － － － 856 862 △5 41 39 2 

  買建                  

  米ドル － － － － － － － － － 

金利 スワップ取引                   

 
受取固定・支払

変動 
－ － － － － － － － － 

 
支払固定・受取

変動 
2,060 △9 △9 1,680 7 7 2,970 △10 △10 

商品 先物取引                   

  売建 3,894 3,984 △89 1,833 2,078 △244 119 119 △0 

  買建 1,664 1,674 10 3,301 3,611 309 119 119 0 

  合計 － － △88 － － 66 － － △7 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月 1日 至 平成18年9月30日） 

  該当事項はない。 

  

  

  当中間連結会計期間（自 平成19年4月 1日 至 平成19年9月30日） 

  該当事項はない。 

  

  

  前連結会計年度  （自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日） 

  

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  

 
    平成12年 

 ストック・オプション 

   平成13年 

ストック・オプション

   平成14年 

ストック・オプション

    平成15年 

 ストック・オプション

付与対象者の区分

及び数 
当社取締役 26名 当社取締役 23名 当社取締役 23名 

当社取締役及び執行

役員 22名 

ストック・オプシ

ョン数 
普通株式 400,000株 普通株式 760,000株 普通株式 750,000株 普通株式 700,000株 

付与日 平成12年７月27日 平成13年８月３日 平成14年７月31日 平成15年７月31日 

権利確定条件 － － － － 

対象勤務期間   － － － － 

権利行使期間 
平成14年７月１日～ 

平成18年６月30日 

平成15年７月１日～ 

平成19年６月30日 

平成16年７月１日～ 

平成20年６月30日 

平成17年７月１日～ 

平成21年６月30日 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

 当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮して区分

している。 

２．各事業区分の内訳 

・「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、ネットワー

ク機器等である。 

・「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属品・工事、電

線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等である。 

・「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等である。 

・「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等である。 

・「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモリーディス

ク用アルミ基板、電子部品材料等である。 

・「サービス等」の内訳は、不動産、物流、情報などの各種サービス事業等である。 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

 

情報通信 

 

(百万円） 

エネルギー 

・産業機材 

（百万円） 

金属 

 

（百万円）

軽金属 

 

(百万円） 

電装・エレク

トロニクス 

（百万円） 

サービス等

 

（百万円）

合計 

 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

 

（百万円）

  売上高                  

 （1）外部顧客に 

    対する売上高 
78,665 122,286 88,800 115,978 103,923 6,081 515,736 － 515,736 

 （2）セグメント間   

    の内部売上高 

    又は振替高 

2,176 12,704 821 3,902 4,261 13,011 36,878 (36,878) － 

計 80,842 134,990 89,622 119,881 108,184 19,093 552,614 (36,878) 515,736 

 営業費用 74,181 130,606 86,862 112,968 105,864 18,298 528,782 (36,936) 491,846 

  営業利益   6,660 4,384 2,759 6,912 2,320 794 23,832 57 23,889 



当中間連結会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

 当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮して区分

している。 

２．各事業区分の内訳 

・「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、ネットワー

ク機器等である。 

・「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属品・工事、電

線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等である。 

・「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等である。 

・「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等である。 

・「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモリーディス

ク用アルミ基板、電子部品材料等である。 

・「サービス等」の内訳は、不動産、物流、情報などの各種サービス事業等である。 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

４. 会計処理の方法の変更 

 （当中間連結会計期間） 

  有形固定資産の減価償却の方法の変更 

    「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社

及び国内連結子会社は、平成19年 4月 1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当中間連

結会計期間の各セグメントの営業費用は、「情報通信」が19百万円、「エネルギー・産業機材」が33百万

円、「金属」が14百万円、「軽金属」が22百万円、「電装・エレクトロニクス」が30百万円、「サービス

等」が11百万円それぞれ増加しており、営業利益が同額それぞれ減少している。 

５. 追加情報 

 （当中間連結会計期間） 

  有形固定資産の減価償却の方法の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当社

及び国内連結子会社は、平成19年 3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により、取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更

に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の各セグメントの営業費用は、「情報

通信」が167百万円、「エネルギー・産業機材」が195百万円、「金属」が340百万円、「軽金属」が708百

万円、「電装・エレクトロニクス」が211百万円、「サービス等」が87百万円それぞれ増加しており、営業

利益が同額それぞれ減少している。 

 

情報通信 

 

(百万円） 

エネルギー 

・産業機材 

（百万円） 

金属 

 

（百万円）

軽金属 

 

(百万円） 

電装・エレク

トロニクス 

（百万円） 

サービス等

 

（百万円）

合計 

 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

 

（百万円）

  売上高                  

 （1）外部顧客に 

    対する売上高 
78,030 137,300 108,839 122,232 124,076 7,063 577,542 － 577,542 

 （2）セグメント間   

    の内部売上高 

    又は振替高 

2,375 14,140 922 4,262 5,015 14,239 40,955 (40,955) － 

計 80,406 151,440 109,762 126,494 129,092 21,302 618,498 (40,955) 577,542 

 営業費用 75,922 147,141 106,629 120,573 126,995 20,379 597,642 (41,050) 556,592 

  営業利益   4,483 4,298 3,132 5,920 2,097 923 20,855 94 20,950 



前連結会計年度（自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮して区分

している。 

２．各事業区分の内訳 

・「情報通信」の内訳は、光ファイバ・ケーブル、光関連部品、光ファイバ・ケーブル付属品・工事、 

ネットワーク機器等である。 

・「エネルギー・産業機材」の内訳は、裸線、アルミ線、被覆線、電力ケーブル、電力ケーブル付属品・工事、電

線管路材、発泡シート等のプラスチック品、熱電材製品等である。 

・「金属」の内訳は、銅管、銅条等の伸銅品、電解銅箔、形状記憶合金等の銅加工品等である。 

・「軽金属」の内訳は、アルミ板材、アルミ押出材、鋳物等の軽金属品等である。 

・「電装・エレクトロニクス」の内訳は、電池製品、自動車用部品・電線、巻線、ヒートシンク、メモリー 

ディスク用アルミ基板、電子部品材料等である。 

・「サ－ビス等」の内訳は、不動産、物流、情報等の各種サービス事業等である。 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

 

情報通信 

 

(百万円） 

エネルギー 

・産業機材 

（百万円） 

金属 

 

（百万円）

軽金属 

 

(百万円） 

電装・エレク

トロニクス 

（百万円） 

サービス等

 

（百万円）

合計 

 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

 

（百万円） 

  売上高                  

 （1）外部顧客に 

    対する売上高 
161,287 267,980 191,930 237,778 232,244 13,488 1,104,709 － 1,104,709 

 （2）セグメント間   

    の内部売上高 

    又は振替高 

4,878 26,288 1,936 8,892 8,699 26,724 77,419 (77,419) － 

計 166,165 294,269 193,867 246,670 240,943 40,212 1,182,128 (77,419)1,104,709 

 営業費用 154,844 285,086 186,237 231,636 232,227 38,603 1,128,636 (77,560)1,051,076 

  営業利益  11,320 9,182 7,629 15,033 8,716 1,609 53,492 140 53,632 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日） 

 （注）１．所在地域区分の変更 

  所在地域区分は、前連結会計年度より、従来の所在地域区分である「日本」、「北米」、「その他」を

「日本」、「アジア」、「北米」、「その他」に変更した。 

  この変更は、前連結会計年度における「アジア」セグメントの売上高が、全セグメントの売上高の10％以

上となったために行ったものである。 

  なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた所在地域区分の方法

により区分すると次のようになる。 

前々中間連結会計期間（自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日） 

２．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

３．アジアの区分に属する主な国又は地域は、東南アジア、中国（香港含む）、台湾、韓国である。北米の区分

に属する国は、アメリカ、カナダである。 

 
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

北米 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 411,690 52,339 34,427 17,279 515,736 － 515,736 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
15,121 20,933 1,543 40 37,638 (37,638) － 

計 426,811 73,272 35,971 17,319 553,374 (37,638) 515,736 

営業費用 405,354 70,741 37,228 15,901 529,226 (37,380) 491,846 

 営業利益又は営業損失(△) 21,456 2,530 △1,257 1,418 24,148 (258) 23,889 

 
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

北米 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 330,935 38,042 27,767 6,490 403,236 － 403,236 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
11,073 9,087 1,418 31 21,611 (21,611) － 

計 342,008 47,130 29,186 6,522 424,847 (21,611) 403,236 

営業費用 325,275 45,149 32,633 6,411 409,469 (21,477) 387,992 

営業利益又は営業損失（△） 16,733 1,981 △3,446 110 15,378 (134) 15,244 



当中間連結会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

（注）１．営業費用は全て各セグメントに配賦している。 

２．アジアの区分に属する主な国又は地域は、東南アジア、中国（香港含む）、台湾、韓国である。北米の区分

に属する国は、アメリカ、カナダである。 

 ３. 会計処理の方法の変更 

  （当中間連結会計期間） 

   有形固定資産の減価償却の方法の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当

社及び国内連結子会社は、平成19年 4月 1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当中間

連結会計期間の営業費用は、「日本」が130百万円増加しており、営業利益が同額減少している。 

 ４. 追加情報 

  （当中間連結会計期間） 

   有形固定資産の減価償却の方法の変更 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より当

社及び国内連結子会社は、平成19年 3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により、取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額

の5％相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変

更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「日本」が 1,711

百万円増加しており、営業利益が同額減少している。 

前連結会計年度（自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日） 

 （注）１．営業費用は全て各セグメントに配賦している。  

２．アジアの区分に属する主な国又は地域は、東南アジア、中国（香港含む）、台湾、韓国である。北米の区分

に属する国は、アメリカ、カナダである。 

 
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

北米 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 442,350 79,287 35,584 20,321 577,542 － 577,542 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
15,897 26,468 1,277 32 43,676 (43,676) － 

計 458,247 105,755 36,862 20,354 621,219 (43,676) 577,542 

営業費用 440,698 102,339 38,085 18,859 599,982 (43,390) 556,592 

 営業利益又は営業損失(△) 17,549 3,415 △1,222 1,494 21,237 (286) 20,950 

 
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

北米 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高 862,095 137,488 70,805 34,318 1,104,709 － 1,104,709 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
30,036 39,071 2,720 83 71,911 (71,911) － 

計 892,132 176,559 73,525 34,402 1,176,620 (71,911) 1,104,709 

営業費用 844,100 169,744 77,166 31,583 1,122,594 (71,518) 1,051,076 

 営業利益又は営業損失(△) 48,031 6,815 △3,640 2,819 54,025 (392) 53,632 



【海外売上高】 

 前中間連結会計期間 （自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日） 

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

     ２．前中間連結会計期間において、国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、国又は地域

      別の記載を省略している。 

  

 当中間連結会計期間 （自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

 （注）１．地域区分は、地理的近接度による。 

    （地域別記載への変更）    

       前中間連結会計期間において、国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、国又は地域 

         別の記載を省略していたが、当中間連結会計期間より、連結売上高に対して東南アジアでの売上高比率が10％ 

         を超えたため、記載方法を変更した。 

       なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の海外売上高情報を、当中間連結会計期間において用いた地域 

        区分の方法により区分をすると次のようになる。 

  

 前中間連結会計期間 （自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日） 

  

 前連結会計年度 （自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日） 

      

    ２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

 前連結会計年度 （自 平成18年 4月1日 至 平成19年 3月31日） 

   (注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

     ２．前連結会計年度において、国又は地域における海外売上高が連結売上高の10％未満のため、国又は地域 

       別の記載を省略している。 

海外売上高 

（百万円）  

連結売上高 

（百万円）  

海外売上高の 

連結売上高に 

占める割合 

（％）  

143,367 515,736 27.8 

   東南アジア   その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高     （百万円） 61,016 120,096 181,113 

Ⅱ．連結売上高     （百万円）         －         － 577,542 

Ⅲ．連結売上高に占める 

海外売上高の割合    （％） 
10.6 20.8 31.4 

   東南アジア  その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高     （百万円） 43,953 99,414 143,367 

Ⅱ．連結売上高     （百万円）         －            － 515,736 

Ⅲ．連結売上高に占める 

海外売上高の割合    （％） 
8.5 19.3 27.8 

   東南アジア    その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高     （百万円） 108,574 214,866 323,441 

Ⅱ．連結売上高     （百万円）         －         － 1,104,709 

Ⅲ．連結売上高に占める 

海外売上高の割合    （％） 
9.8 19.5 29.3 

海外売上高 

（百万円）  

連結売上高 

（百万円）  

海外売上高の 

連結売上高に 

占める割合 

（％）  

323,441 1,104,709 29.3 



（１株当たり情報） 

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりである。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

1株当たり純資産額 327.01円

1株当たり中間純利益

金額 
    20.99円

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益金額 
      20.98円

1株当たり純資産額   361.95円

1株当たり中間純利益

金額 
      20.75円

潜在株式調整後1株当

たり中間純利益金額 
     20.74円

１株当たり純資産額 349.89円

１株当たり当期純利益

金額 
42.16円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
42.14円

 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日)

1株当たり中間（当期）純利益金額       

 中間(当期)純利益（百万円） 14,819 14,621 29,765 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

 普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円) 14,819 14,621 29,765 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 705,989 704,649 706,015 

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金

額 
      

 中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

 普通株式増加数（千株） 443 221 353 

   （うち新株予約権（千株）） 443 221 353 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権等。これ

らの詳細は、「第４

提出会社の状況、１

株式等の状況、(2）

新株予約権等の状

況」に記載のとおり

である。 

同左 同左 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はない。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

当社における普通社債の発行 

平成18年11月9日の取締役会決議

により、下記のとおり国内普通社債

を発行した。 

 （1） 第37回無担保普通社債 

① 発行総額；100億円 

② 発行価額；額面100円につき    

             100円 

③ 利率  ；年1.46％ 

④ 払込期日；平成18年12月4日 

⑤ 償還期限；平成22年12月3日 

⑥ 資金使途；社債償還資金に充当 

⑦ 担保  ；無担保 

 （2） 第38回無担保普通社債 

① 発行総額；100億円 

② 発行価額；額面100円につき    

             100円 

③ 利率  ；年1.76％ 

④ 払込期日；平成18年12月4日 

⑤ 償還期限；平成24年12月4日 

⑥ 資金使途；社債償還資金に充当 

⑦ 担保  ；無担保 

――――― 

  

  

  

当社が保有する米国子会社の株式売却

平成19年4月23日、米国光部品製造

子会社であるOptical Communication 

Products,Inc.の保有株式全てを米国

Oplink Communications, Inc.へ売却

する株式売買契約を締結し、当該契

約に基づき、平成19年6月6日に売却

を完了した。 

 (株式売却の概要） 

 (1) 売却株式数 66,000,000株 

 （発行済株式総数に対する割合

58.2％） 

 (2) 売却価額  99 百万米ドル 

売却価額の内、85％相当の84百万

米ドルは現金で、残る15％相当は

Oplink Communications, Inc.普通

株式857,258株を対価とする。 

 (3) 売却損益 

特別損失を計上する予定だが、金

額は軽微である。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                  

１．現金及び預金   4,058     6,334   5,366    

２．受取手形 ※５ 14,316     14,556   13,381    

３．売掛金   132,168     148,059     147,567    

４．たな卸資産   32,026     29,715     27,309    

５．短期貸付金    12,058     2     12,602    

６．その他   33,220     32,659     32,193    

貸倒引当金   △555     △18     △619    

流動資産合計     227,293 37.8   231,309 38.8   237,801 38.8 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産  
※１ 
※２                  

(1）建物   38,620     38,871     38,126    

(2）機械及び装置   27,256     28,786     27,546    

(3）土地   22,171     20,943     20,912    

(4）その他   10,330     10,309     11,650    

有形固定資産合計     98,379     98,911     98,235  

２．無形固定資産     4,960     4,132     4,590  

３．投資その他の資産                    

(1）関係会社株式   107,019     92,351     102,628    

(2）投資有価証券   104,276     97,245     106,974    

(3）関係会社長期貸
付金   61,082     71,819     60,809    

(4）その他   21,765     20,077     19,708    

貸倒引当金   △22,894     △19,024     △17,868    

投資その他の資産 
合計     271,249     262,469     272,253  

固定資産合計     374,589 62.2   365,513 61.2   375,079 61.2 

資産合計     601,883 100.0   596,822 100.0   612,880 100.0 

                     
 



   
前中間会計期間末 
(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年9月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形 ※５ 1,428     1,328     1,246    

２．買掛金   84,380     85,816     91,459    

３．短期借入金 ※２ 33,655     50,254     49,390    

４．コマーシャル・ペ
ーパー   10,000     42,000     14,000    

５．社債   60,000     18,000     33,000    

６．製品補償引当金    3,167     2,565     2,788    

７．その他   30,203     27,026     33,626    

流動負債合計     222,835 37.0   226,991 38.0   225,511 36.8 

Ⅱ 固定負債                    

１．社債   58,000     60,000     65,000    

２．長期借入金 ※２ 104,643     86,206     93,106    

３．退職給付引当金   38,878     38,463     38,805    

４．環境対策引当金   1,532     2,336     852    

５．繰延税金負債   11,043     14,459     17,153    

６．その他   6,047     5,398     5,619    

固定負債合計     220,145 36.6   206,864 34.7   220,537 36.0 

負債合計     442,980 73.6   433,855 72.7   446,048 72.8 

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金     69,350 11.5   69,372 11.6   69,358 11.3 

２．資本剰余金                    

資本準備金   21,221     21,445     21,229    

その他資本剰余金   0     0     0    

資本剰余金合計     21,221 3.5   21,446 3.6   21,230 3.5 

３．利益剰余金                    

（１）その他利益剰
余金                    

  固定資産圧縮積
立金   －     5,101     6,849    

繰越利益剰余金   22,776     30,105     23,014    

利益剰余金合計     22,776 3.8   35,206 5.9   29,864 4.9 

４．自己株式     △51 △0.0   △5,061 △0.8   △59 △0.0 

株主資本合計     113,297 18.8   120,964 20.3   120,393 19.6 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１．その他有価証券評
価差額金     44,033 7.3   40,876 6.8   45,495 7.4 

２．繰延ヘッジ損益     1,571 0.3   1,125 0.2   943 0.2 

評価・換算差額等合
計     45,605 7.6   42,002 7.0   46,438 7.6 

純資産合計     158,902 26.4   162,967 27.3   166,832 27.2 

負債純資産合計     601,883 100.0   596,822 100.0   612,880 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     240,612 100.0   259,468 100.0   500,436 100.0 

Ⅱ 売上原価     213,750 88.8   234,374 90.3   444,866 88.9 

売上総利益     26,861 11.2   25,094 9.7   55,569 11.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     20,971 8.8   20,565 8.0   41,446 8.3 

営業利益     5,890 2.4   4,528 1.7   14,123 2.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１   5,291 2.2   5,516 2.1   8,625 1.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２   3,151 1.3   2,772 1.0   6,575 1.3 

経常利益     8,030 3.3   7,272 2.8   16,173 3.2 

Ⅵ 特別利益                    

固定資産処分益 ※３ 10,123     7     12,128    

関係会社特別配当金  ※４  1,859   －     15,809    

投資有価証券売却益   15     1,391     426    

貸倒引当金戻入益   －     585     483    

その他   697     9     1,178    

特別利益計     12,696 5.3   1,993 0.8   30,026 6.0 

Ⅶ 特別損失                    

固定資産処分損  ※５ 602     418     1,575    

関係会社株式評価損   1,829     181     8,958    

製品補償費用   90     569     173    

貸倒引当金繰入額   4,648     1,262     2,429    

環境対策費用   －     1,701     －    

その他   884     345     1,438    

特別損失計     8,055 3.3   4,478 1.8   14,575 2.9 

税引前中間(当期)純利益     12,671 5.3   4,788 1.8   31,624 6.3 

法人税、住民税及び事業
税   1,041     △1,074     3,691    

法人税等調整額   5,280 6,321 2.6 △1,950 △3,025 △1.2 12,377 16,069 3.2 

中間(当期)純利益     6,349 2.6   7,814 3.0   15,555 3.1 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自  平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

平成18年3月31日 残高 
         （百万円） 

69,312 21,183 0 21,183 18,569 18,569 △45 109,019 

中間会計期間中の変動額                

新株予約権行使 38 38   38       76 

剰余金の配当 （注）         △2,117 △2,117   △2,117 

利益処分による役員賞与         △24 △24   △24 

中間純利益         6,349 6,349   6,349 

自己株式の取得             △7 △7 

自己株式の処分     0 0     0 1 

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 

                

中間会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

38 38 0 38 4,207 4,207 △6 4,278 

平成18年9月30日 残高 
         （百万円） 

69,350 21,221 0 21,221 22,776 22,776 △51 113,297 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算 
差額等合計 

平成18年3月31日 残高 
         （百万円） 

49,857 － 49,857 158,877 

中間会計期間中の変動額        

新株予約権行使       76 

剰余金の配当 （注）       △2,117 

利益処分による役員賞与       △24 

中間純利益       6,349 

自己株式の取得       △7 

自己株式の処分       1 

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 

△5,823 1,571 △4,252 △4,252 

中間会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

△5,823 1,571 △4,252 25 

平成18年9月30日 残高 
         （百万円） 

44,033 1,571 45,605 158,902 



当中間会計期間（自  平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

固定資産
圧縮 

積立金 

繰越利益
剰余金  

平成19年3月31日 残高 
         （百万円） 

69,358 21,229 0 21,230 6,849 23,014 29,864 △59 120,393 

中間会計期間中の変動額                  

新株予約権行使 13 13   13         27 

株式交換による増加   202   202         202 

固定資産圧縮積立金の取崩          △1,748 1,748 －   － 

剰余金の配当           △2,471 △2,471   △2,471 

中間純利益           7,814 7,814   7,814 

自己株式の取得               △5,003 △5,003 

自己株式の処分     0 0       0 1 

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 

                  

中間会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

13 215 0 216 △1,748 7,091 5,342 △5,002 570 

平成19年9月30日 残高 
         （百万円） 

69,372 21,445 0 21,446 5,101 30,105 35,206 △5,061 120,964 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年3月31日 残高 
         （百万円） 

45,495 943 46,438 166,832 

中間会計期間中の変動額        

新株予約権行使       27 

株式交換による増加       202 

固定資産圧縮積立金の取崩       － 

剰余金の配当       △2,471 

中間純利益       7,814 

自己株式の取得       △5,003 

自己株式の処分       1 

株主資本以外の項目の中間会計 
期間中の変動額（純額） 

△4,618 182 △4,436 △4,436 

中間会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

△4,618 182 △4,436 △3,865 

平成19年9月30日 残高 
         （百万円） 

40,876 1,125 42,002 162,967 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自  平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

固定資産
圧縮 

積立金 

繰越利益
剰余金  

平成18年3月31日 残高 
         （百万円） 

69,312 21,183 0 21,183 － 18,569 18,569 △45 109,019 

事業年度中の変動額                  

新株予約権行使 46 46   46         92 

固定資産圧縮積立金の積立         6,849 △6,849 －   － 

利益処分による剰余金の配当           △2,117 △2,117   △2,117 

剰余金の配当（中間配当）           △2,118 △2,118   △2,118 

利益処分による役員賞与           △24 △24   △24 

当期純利益           15,555 15,555   15,555 

自己株式の取得               △15 △15 

自己株式の処分     0 0       1 1 

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額） 

                  

事業年度中の変動額合計 
         （百万円） 

46 46 0 47 6,849 4,445 11,295 △14 11,374 

平成19年3月31日 残高 
         （百万円） 

69,358 21,229 0 21,230 6,849 23,014 29,864 △59 120,393 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年3月31日 残高 
         （百万円） 

49,857 － 49,857 158,877 

事業年度中の変動額        

新株予約権行使       92 

固定資産圧縮積立金の積立       － 

利益処分による剰余金の配当       △2,117 

剰余金の配当（中間配当）       △2,118 

利益処分による役員賞与       △24 

当期純利益       15,555 

自己株式の取得       △15 

自己株式の処分       1 

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額） 

△4,361 943 △3,418 △3,418 

事業年度中の変動額合計 
         （百万円） 

△4,361 943 △3,418 7,955 

平成19年3月31日 残高 
         （百万円） 

45,495 943 46,438 166,832 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的債券 

原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的債券 

同   左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 満期保有目的債券 

同   左 

② 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

② 子会社株式及び関連会社株式 

同   左 

② 子会社株式及び関連会社株式 

同   左 

③ その他有価証券 

時価のあるもの  

 …中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

③ その他有価証券 

時価のあるもの  

同      左 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 …決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの  

同   左 

時価のないもの 

同      左 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同   左 

(2）デリバティブ 

同   左 

(3）たな卸資産 

総平均法に基づく原価法 

(3）たな卸資産 

同   左 

(3）たな卸資産 

同      左 

      

 



前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

① 建物(建物附属設備を除く) 

定額法による。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

① 建物(建物附属設備を除く) 

定額法による。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

① 建物(建物附属設備を除く) 

定額法による。 

② 建物(建物附属設備を除く)以外 

 定率法による。但し、千葉事業

所素材工場、三重事業所素材工

場・伸銅工場、大阪事業所、日光

事業所は定額法による。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

建物及び構築物 

5 ～ 50 年 

機械装置、車輛運搬具及び工具器

具備品 

2 ～ 12 年 

② 建物(建物附属設備を除く)以外 

 定率法による。但し、千葉事業

所素材工場、三重事業所素材工

場・伸銅工場、大阪事業所、日光

事業所は定額法による。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

建物及び構築物 

5 ～ 50 年 

機械装置、車輛運搬具及び工具器

具備品 

2 ～ 12 年 

② 建物(建物附属設備を除く)以外 

 定率法による。但し、千葉事業

所素材工場、三重事業所素材工

場・伸銅工場、大阪事業所、日光

事業所は定額法による。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

建物及び構築物 

5 ～ 50 年 

機械装置、車輛運搬具及び工具器

具備品 

2 ～ 12 年 

  （会計方針の変更） 

  当中間会計期間より、平成19年4月1日以

降に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更している。これにより、営業利益、経

常利益、及び税引前中間純利益はそれぞれ

57百万円減少している。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日

以前に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の5％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の5％相当額と備

忘価額との差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上している。こ

れにより、営業利益、経常利益、及び税引

前中間純利益はそれぞれ610百万円減少して

いる。 

  

(2）無形固定資産 

 定額法による。なお、自社利用の

ソフトウエアについては、社内にお

ける利用可能期間（5年）に基づく定

額法による。 

(2）無形固定資産 

同   左 

(2）無形固定資産 

同   左 

(3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同   左 

(3）長期前払費用 

同   左 

３．繰延資産の処理方法 

  

  

社債発行費 

…支出時に全額費用として処理して

いる。   

３．繰延資産の処理方法 

株式交付費 

 …支出時に全額費用として処理して

いる。 

 ――――― 

  

３．繰延資産の処理方法 

  

  

社債発行費 

…支出時に全額費用として処理して

いる。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収の可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してい

る。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同   左 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同   左 

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費用

処理する。 

(2）退職給付引当金 

同   左 

  

(2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当期末に

おいて発生していると認められる額

を計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、各期

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から費用処理す

る。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく中間期末要支給

額を計上している。なお、平成18年4

月28日の取締役会において、同年6月

29日定時株主総会終結のときをもっ

て役員退職慰労金制度を廃止するこ

とを決議し、同総会で、退任役員に

対する退職慰労金の支給ならびに在

任役員に対する打切り支給を決議し

た。当中間期末において未支給の金

額については、固定負債のその他と

して計上している。 

(3）役員退職慰労引当金 

同      左 

(3）役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上している。 

 なお、平成18年4月28日の取締役会

において、同年6月29日定時株主総会

終結のときをもって役員退職慰労金

制度を廃止することを決議し、同総

会で、退任役員に対する退職慰労金

の支給ならびに在任役員に対する打

切り支給を決議した。当期末におい

て未支給の金額については、固定負

債の「その他」として計上してい

る。 

(4) 製品補償引当金 

 製品の品質に関する補償費用の支

出に備えるため、今後必要と見込ま

れる金額を計上している。 

(4) 製品補償引当金 

同      左 

(4) 製品補償引当金 

同   左 

(5) 環境対策引当金 

 ポリ塩化ビフェニル（PCB)の撤去

等の環境関連費用の支出に備えるた

め、今後発生すると見込まれる金額

を計上している。 

(5) 環境対策引当金 

同      左 

(5) 環境対策引当金 

同   左 

  

 



前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

５．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。 

５．リース取引の処理方法 

同   左 

５．リース取引の処理方法 

同   左 

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用している。

なお、為替予約については振当処理

の要件を満たしているものは振当処

理を、金利スワップについて特例処

理の用件を満たしているものは特例

処理を採用している。 

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同   左 

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同   左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

金利スワップ 

…借入金 

為替予約 

…外貨建売掛債権、外貨建買入債

務等 

地金先物取引 

…原材料 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  

  

  

  

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  

  

  

  

  

(3) ヘッジ方針 

 借入債務、確定的な売買契約等に

対し、金利変動、為替変動及び原材

料価格変動等のリスクを回避するこ

とを目的としてヘッジを行ってい

る。 

(3) ヘッジ方針 

同   左 

(3) ヘッジ方針 

同   左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その基

礎数値の価格に起因する部分以外の

部分を除外した変動額の比率によっ

て有効性を評価している。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

７．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜処理を採用している。 

(2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用している。 

７．その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

同   左 

  

(2）連結納税制度の適用 

同   左 

７．その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

同   左 

   

(2）連結納税制度の適用 

同   左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ている。従来の資本の部の合計に相当する

金額は、157,331百万円である。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間末における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中

間財務諸表等規則により作成している。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当期より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第

5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号 平成17年12月9日）を適用している。従

来の資本の部の合計に相当する金額は、

165,889百万円である。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当

期末における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作

成している。 

前中間会計期間 
（自  平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自  平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

 ――――― （中間損益計算書） 

 「環境対策費用」は、前中間期間まで特別損失の「そ

の他」に含めて表示していたが、特別損失の総額の100分

の10を超えたため区分掲記している。なお、前中間期間

の「その他」に含まれている「環境対策費用」は740百万

円である。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年9月30日） 

前事業年度末 
（平成19年3月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

（百万円） （百万円） （百万円） 

256,671 258,925 256,542 

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 

  （百万円）

(1）有形固定資産 8,174

  （百万円）

(1）有形固定資産 7,926

  （百万円）

(1）有形固定資産 7,884

長期借入金（１年以内返済予定のもの

を含む） 3,200百万円の担保に供して

いる。 

長期借入金（１年以内返済予定のもの

を含む） 2,480百万円の担保に供して

いる。 

 長期借入金（１年以内返済予定のもの

を含む）2,840百万円の担保に供して

いる。 

 ３．偶発債務  ３．偶発債務  ３．偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 (1）保証債務 

  （百万円）

保証債務総額 32,785

（うち当社負担額） 30,827

  （百万円）

保証債務総額 37,208

（うち当社負担額） 35,506

  （百万円）

保証債務総額 34,316

（うち当社負担額） 32,691

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK(5,576

百万円、うち当社負担分5,576百万

円）、ほか31社における金融機関から

の借入金及び従業員の銀行借入金に対

する保証債務額である。 

株式会社ビスキャス(7,985 百万円、

うち当社負担分7,985百万円）、ほか2

9社における金融機関からの借入金及

び従業員の銀行借入金に対する保証債

務額である。 

PT TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK(5,097

百万円、うち当社負担分5,097百万

円）、ほか28社における金融機関から

の借入金及び従業員の銀行借入金に対

する保証債務額である。 

 ４．受取手形裏書譲渡高  ４．受取手形裏書譲渡高  ４．受取手形裏書譲渡高 

（百万円） （百万円） （百万円） 

4,446 5,523 5,501 

     

※５．中間会計期間末日満期手形の会計 

 処理について 

※５．中間会計期間末日満期手形の会計 

 処理について 

※５．期末日満期手形の会計処理について 

  

当中間会計期間の末日は金融機関の休日

であったが、満期日に決済が行なわれたも

のとして処理している。当中間会計期間末

日満期手形は次のとおりである。  

当中間会計期間の末日は金融機関の休日

であったが、満期日に決済が行なわれたも

のとして処理している。当中間会計期間末

日満期手形は次のとおりである。  

当期の末日は金融機関の休日であった

が、満期日に決済が行なわれたものとして

処理している。当期末日満期手形は次のと

おりである。 

      

 受取手形 1,694  百万円 

 支払手形 81  

 受取手形裏書譲渡高 2,768  

      

 受取手形 1,976  百万円 

 支払手形 38  

 受取手形裏書譲渡高 3,108  

      

 受取手形 2,444  百万円 

 支払手形 103  

 受取手形裏書譲渡高 3,250  

      



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

  （百万円）

受取利息 311 

受取配当金 4,228 

  （百万円）

受取利息 511 

受取配当金 4,735 

  （百万円）

受取利息 730 

受取配当金 7,102 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

  （百万円）

支払利息 1,406 

社債利息 1,132 

  （百万円）

支払利息 1,467 

社債利息 761 

  （百万円）

支払利息 2,772 

社債利息 2,265 

※３．固定資産処分益の内容は、次

のとおりである。 

     ――――― ※３．固定資産処分益の内容は、次の

とおりである。 

  （百万円）

土地 10,122 

その他 1 

計 10,123 

    （百万円）

土地 12,096 

建物 25 

その他 6 

計 12,128 

※４．当社の100％子会社である 

FEJ HOLDING INC.（会社清算手

続中）が、同社が過年度に納付

した法人税の還付をカナダ税務

当局から受けたことにより、同

社より当社に対し残余財産が分

配されたものである。 

     ――――― ※４．当社の100％子会社である 

FEJ HOLDING INC.（会社清算手続

中）が、同社が過年度に納付した

法人税の還付をカナダ税務当局か

ら受けたことにより、同社より当

社に対し残余財産が分配されたも

のである。 

※５．固定資産処分損の内容は、次

のとおりである。 

※５．固定資産処分損の内容は、次

のとおりである。 

※５．固定資産処分損の内容は、次の

とおりである。 

①廃却によるもの ①廃却によるもの ①廃却によるもの 

  （百万円）

建物 513 

機械及び装置 78 

その他 8 

計 599 

  （百万円）

建物 183 

機械及び装置 149 

構築物 44 

工具器具備品 37 

その他 2 

計 416 

  （百万円）

建物 861 

機械及び装置 475 

工具器具備品 67 

建設仮勘定 135 

その他 26 

計 1,566 

②売却によるもの ②売却によるもの ②売却によるもの 

  （百万円）

機械及び装置 1 

その他 1 

計 2 

  （百万円）

機械及び装置 1 

その他 0 

計 1 

  （百万円）

建設仮勘定 6 

その他 2 

計 8 

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取請求に、また減少は単元未満株式の 

   買増請求にそれぞれ応じたことによる。 

当中間会計期間（自 平成19年4月１日 至 平成19年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による取得（8,941千株）および単元未満 

   株式の買取請求による取得（5千株）であり、また減少は単元未満株式の買増請求による売渡し 

   である。 

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取請求に、また減少は単元未満株式の 

   買増請求にそれぞれ応じたことによる。 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

  （百万円）

有形固定資産 4,420 

無形固定資産 848 

  （百万円）

有形固定資産 4,930 

無形固定資産 800 

  （百万円）

有形固定資産 9,015 

無形固定資産 1,694 

 
前事業年度末 
株式数（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末 
株式数（千株） 

普通株式  （注） 100 9 1 108 

合計 100 9 1 108 

 
前事業年度末 
株式数（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末 
株式数（千株） 

普通株式  （注） 118 8,946 1 9,062 

合計 118 8,946 1 9,062 

 
前事業年度末 
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式  （注） 100 19 2 118 

合計 100 19 2 118 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械及び装置 570 288 281 

工具器具備品 1,725 1,156 568 

その他 506 148 357 

合計 2,802 1,593 1,208 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械及び装置 371 176 195 

工具器具備品 1,353 959 394 

その他 533 242 291 

合計 2,258 1,377 880 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置 708 341 367 

工具器具備品 1,582 1,142 440 

その他 337 140 196 

合計 2,628 1,624 1,004 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  （百万円）

１年内 493 

１年超 715 

合計 1,208 

  （百万円）

１年内 343 

１年超 537 

合計 880 

  （百万円）

１年内 410 

１年超 593 

合計 1,004 

 (注) 取得価額相当額及び未経過リース料

中間期末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定している。 

 (注)    同   左 （注）  取得価額相当額及び未経過リース料

期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定している。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

  （百万円）

支払リース料 474 

減価償却費相当額 474 

  （百万円）

支払リース料 395 

減価償却費相当額 395 

  （百万円）

支払リース料 797 

減価償却費相当額 797 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっている。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はない。  

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

  

（減損損失について）  

同   左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

  

 （減損損失について） 

同   左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年9月30日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成19年9月30日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度末（平成19年3月31日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

次へ 

  中間貸借対照表計上額 時価 差額 

   子会社株式 46,340 百万円 92,471 百万円 46,130 百万円 

   関連会社株式  4,381 百万円 5,373 百万円 991 百万円 

  中間貸借対照表計上額 時価 差額 

   子会社株式 29,426 百万円 57,802 百万円 28,376 百万円 

   関連会社株式  4,381 百万円 8,327 百万円 3,945 百万円 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

   子会社株式 39,866百万円 97,843百万円 57,976百万円 

   関連会社株式 4,381百万円 8,150百万円 3,769百万円 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりである。 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

１株当たり純資産額 225.06円 

１株当たり中間純利益金額 8.99円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額 8.99円 

１株当たり純資産額 233.65円 

１株当たり中間純利益金額 11.09円 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益金額 11.07円 

１株当たり純資産額 236.29円 

１株当たり当期純利益金額 22.03円 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 22.02円 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日)

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額        

中間（当期）純利益（百万円） 6,349 7,814 15,555 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
6,349 7,814 15,555 

普通株式の期中平均株式数（千株） 705,989 704,649 706,015 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円）  － － － 

普通株式増加数（千株）  443 221 353 

（うち新株予約権（千株））  443 221 353 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権等。これら

の詳細は、「第４ 提

出会社の状況、１ 株

式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりである。 

同左 同左  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

普通社債の発行  

「第５経理の状況、1.中間連結財

務諸表等（重要な後発事象）」に記

載のとおりである。 

1.当社自動車部品事業の子会社への

承継  

 当社と古河ＡＳ株式会社（平成

19年10月1日付で古河オ－トモ－テ

ィブパ－ツ株式会社から商号を変

更。本社所在地 滋賀県、議決権に

対する当社所有割合 100％。以

下、古河AS）は、平成19年7月27日

付分割契約書に基づき平成19年10月

1日を効力発生日として当社の自動

車部品事業を古河ASに承継させる吸

収分割を行った。 

(本分割により承継会社が分割会社

から承継した重要な権利義務） 

 古河ASは、効力発生日である平成

19年10月1日をもって分割契約書に

記載された自動車部品事業に係る資

産、負債その他権利義務を当社から

承継した。これにより承継した流動

資産は1,098百万円、固定資産は、

3,298百万円、流動負債は1,397百万

円であり、当社は古河ASが本分割に

際し発行した普通株式2,000,000株

の割当交付を受けている。 

  

米国子会社の株式売却  

平成19年4月23日、米国光部品製造

子会社であるOptical  

Communication Products,Inc.の保有

株式全てを米国Oplink  

Communications, Inc.へ売却する株

式売買契約を締結し、当該契約に基

づき、平成19年6月6日に売却を完了

した。 

  (株式売却の概要） 

 (1) 売却株式数 66,000,000株 

  （発行済株式総数に対する割合

58.2％） 

  (2) 売却価額  99 百万米ドル 

売却価額の内、85％相当の84百万

米ドルは現金で、残る15％相当は

Oplink Communications, Inc.普通

株式857,258株を対価とする。 

  (3) 売却損益 

およそ11億円の特別利益を計上す

る予定である。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日） 

  2.親会社による理研電線株式会社の

完全子会社化 

当社は、平成19年12月13日開催の

取締役会において、連結子会社であ

る理研電線株式会社（以下「理研電

線」）を完全子会社とするため、株

式交換を行うことを決議するととも

に、同日付で株式交換契約書を締結

した。 

 （1）提出会社との間の資本関係、

人的関係及び取引関係 

・資本関係 

当社は理研電線の発行済株式のう

ち、64%を保有。 

・人的関係 

理研電線の社外監査役２名は、当社

の監査役または従業員を兼務。 

・取引関係 

原材料および製品の売買 

 （2）株式交換の方法 

会社法第796条第３項に定める方

法により、平成20年4月１日を効力

発生日として、理研電線の株主の保

有する理研電線の株式を当社が取得

し、理研電線の株主（当社を除

く。）に対して当社の普通株式を交

付する。 

 （3）株式交換比率 

理研電線の株主（当社を除く。）

に対し、その所有する株式１株につ

き、当社の普通株式0.35株を割当交

付する。 

なお、本株式交換により、当社は

理研電線普通株式776万株を取得

し、およそ13億円の固定資産（関係

会社株式）が増加する予定である。 

 



(2）【その他】 

  平成19年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

 （イ）中間配当による配当金の総額…………………2,441百万円 

 （ロ）１株当たりの金額………………………………３円50銭 

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成19年12月７日 

（注） 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行う。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日からこの半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

 （1）有価証券報告書及びその添付書類                  平成19年６月26日 

   （事業年度第185期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 関東財務局長に提出 

                               

 （2）訂正発行登録書                                                    平成19年６月26日 

                                     平成19年８月３日 

                                     平成19年10月26日 

                                     平成19年12月13日 

                                     関東財務局長に提出 

  

 （3）臨時報告書                            平成19年７月27日 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号及び同項     関東財務局長に提出 

   第６号の２の規定に基づく臨時報告書である。                              

                                      

 （4）臨時報告書                            平成19年12月13日 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定   関東財務局長に提出 

   に基づく臨時報告書である。                                  

     

 （5）自己株券買付状況報告書                      平成19年９月７日 

                                     平成19年10月12日 

                                     関東財務局長に提出 

  

 （6）有価証券報告書の訂正報告書                                        平成19年10月26日 

   自平成18年４月１日至平成19年３月31日事業年度（第185期）の         関東財務局長に提出 

      有価証券報告書に係る訂正報告書である。                      

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はない。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月22日

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている古河電気工業株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、古

河電気工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用して中間連

結財務諸表を作成している。 
  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 片 山 英 木 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 平 野   洋 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 矢 野 浩 一 

      

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 黒 田 克 司 

      

  業務執行社員 公認会計士 木 下 雅 彦 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１９年１２月２０日

古河電気工業株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小島 秀雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒澤 誠一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鈴木  聡  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている古河電気工業株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、古河電気工業株式会社及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月22日

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている古河電気工業株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第185期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、古河電気工

業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 片 山 英 木 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 平 野   洋 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 矢 野 浩 一 

      

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 黒 田 克 司 

      

  業務執行社員 公認会計士 木 下 雅 彦 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１９年１２月２０日

古河電気工業株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小島 秀雄  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 黒澤 誠一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鈴木  聡  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている古河電気工業株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１８６期事業年度の中間会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、古河電気工業株式会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９年

４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．重要な後発事象1.に記載されているとおり、会社は自動車部品事業を古河ＡＳ株式会社に承継させる吸収分割を行

った。 

２．重要な後発事象2.に記載されているとおり、会社は連結子会社である理研電線株式会社を完全子会社とするため、

株式交換を行うことを取締役会で決議し、株式交換契約書を締結した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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